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２０１９年 JAF 国内競技車両規則第１編レース車両規定の制定 

下線部：改正箇所

２０１９年規定 ２０１８年規定

第 1 章  車両の分類   （略） 

第 2 章  レース車両の排気音量規制   （略） 

第 3 章 公認車両および登録車両に関する一般規定 

第 1 条～第 10 条 10.3.3 ）略 

10.4 ）簡易燃料補給方法 

    １回のピットインにおける燃料補給が20ℓ以下の場合、下記の条件

を満たした携行缶による補給が許される。 

   １）耐圧性の金属性携行缶で容量が20ℓ以下であること。 

   ２）携行缶が、車両給油口まで内径38mm（1.5インチ）以下の耐油性

ホースを接続できる構造となっていること。 

   ３）バルブ径38mm（1.5インチ）以下でバルブ開閉が90°以内の角度

で操作できる手元コックが携行缶から30cm以内の位置に設置され

ていること。 

   ４）手元コックから車両の給油口までのホースの内部が目視でき、

長さが50cm以内であること。 

   ５）特別規則書に詳細を記載すること。 

上記に合致しない条件とする場合は、申請書および詳細を記載し

た特別規則書草案をＪＡＦに提出し、その承認を得たうえで公告す

ること。 
以下略

第 1 章  車両の分類   （略） 

第 2 章  レース車両の排気音量規制   （略） 

第 3 章 公認車両および登録車両に関する一般規定 

第 1 条～第 10 条 10.3.3 ）略 

10.4 ）簡易燃料補給方法

    １回のピットインにおける燃料補給が20ℓ以下の場合、下記の条件

を満たした携行缶による補給が許される。 

   １）耐圧性の金属性携行缶で容量が20ℓ以下であること。 

   ２）携行缶が、車両給油口まで内径38mm（1.5インチ）以下の耐油性

ホースを接続できる構造となっていること。 

   ３）バルブ径38mm（1.5インチ）以下でバルブ開閉が90°以内の角度

で操作できる手元コックが携行缶から30cm以内の位置に設置され

ていること。 

   ４）手元コックから車両の給油口までのホースの内部が目視でき、

長さが50cm以内であること。 

   ５）申請書および詳細を記載した特別規則書草案をＪＡＦに提出

し、その承認を得たうえで公告すること。 

以下略
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下線部：改正箇所

２０１９年規定 ２０１８年規定

第 4 章  公認車両および登録車両に関する安全規定  (略) 

第 5 章  量産ツーリングカー(N1)  (略) 

第 6 章  特殊ツーリングカー(N2)  (略) 

第 7 章 グランドツーリングカー３００ 

第１節 グランドツーリングカー３００（ＪＡＦ－ＧＴ３００） 

第 1 条 ～ 第 2 条 （略） 

第 3 条 車体および外部寸法 

本節により改造を許されている場合を除き、公認書、登録車両に関する資

料に記載されている基本車両の諸元寸法および取り付けのためのボルト類を

除いた外面形状を維持していなければならない。 

3.1 ）寸法 

3.1.1 ） （略） 

3.1.2 ） （略） 

3.1.3 ）オーバーハングおよびホイールベース 

１）フロントオーバーハング 

オーバーハングを、最大950mm まで延長することができる。ただし、基

本車両のフロントバンパーの最前端から120mm を超えてはならない。 

２）ホイールベース 

基本車両のホイールベースが2,600mm 以下の車両は最大５％まで延長す

ることができる。基本車両のホイールベースが2,601mm以上の車両は最大

２％まで延長することができる。 

この場合、ホイールベースの延長は、Ａピラーより前および／もしくはＣ

ピラーより後方で車軸の位置を調整して行わなければならない。 

第 4 章  公認車両および登録車両に関する安全規定  (略) 

第 5 章  量産ツーリングカー(N1)  (略) 

第 6 章  特殊ツーリングカー(N2)  (略) 

第 7 章 グランドツーリングカー３００ 

第１節 グランドツーリングカー３００（ＪＡＦ－ＧＴ３００） 

第 1 条 ～ 第 2 条 （略）  

第 3 条 車体および外部寸法 

本節により改造を許されている場合を除き、公認書、登録車両に関する資

料に記載されている基本車両の諸元寸法および取り付けのためのボルト類を

除いた外面形状を維持していなければならない。 

3.1 ）寸法

3.1.1 ） （略） 

3.1.2 ） （略） 

3.1.3 ）オーバーハングおよびホイールベース 

１）フロントオーバーハング 

オーバーハングを、最大950mm まで延長することができる。ただし、基

本車両のフロントバンパーの最前端から120mm を超えてはならない。 

２）ホイールベース 

基本車両のホイールベースが2,600mm 以下の車両は最大５％まで延長す

ることができる。基本車両のホイールベースが2,601mm以上の車両は最大

１％まで延長することができる。ただし、その中間点の位置は、基本車両の

ホイールベースの中間点（基本車両の定義可能な位置からの寸法をＪＡＦへ

届け出なければならない）を基点として前後方向に＋/-30mm の範囲で移動
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３）リアオーバーハング 

基本車両のリアオーバーハングが950mm 未満の車両は最大950mm まで

延長することができる。 

3.2 ） （略） 

3.3 ）車体 

3.3.1 ） （略） 

3.3.2 ） （略） 

3.3.3 ）車体の開口部 

3.3.3.1 ） （略） 

3.3.3.2 ）フェンダーの開口 

コンプリートホイール後端より後方のフェンダーにホイールハウス内の空

気を排出させるための排気口を設置することが許されるが、これら排気口は

側面および上面から内部が見える構造であってはならない。 

リアホイールの後面にホイールハウス内の空気を排出する排気口を構成し

た場合は、後車輪軸中心を通る水平面より下を除き、空気以外の排出防止の

ため、ルーバーまたは細密なワイヤーメッシュによる構造でなければならな

い。 

フェンダーに排気管を通すための開口を設ける場合、その開口部は排気管

の直径の１／２までの隙間を有してよい。 

3.3.3.3 ） （略） 

3.3.3.4 ）車体側面の開口 

車体部品冷却用の外気の導入のため、４ドア車両の場合は後部ドアに、２

ドア車両の場合はドア後方のボディサイドパネルに、以下の条件で開口部を

設置することができる。 

１）～３） （略） 

3.3.3.5 ） （略） 

3.3.4 ）～3.3.6 ） （略） 

3.3.7 ）フラットボトム、床 

タイヤハウス、外部ミラーを除き、車両の真下から見える車体部分の全幅

に渡り下記に適合するフラットボトムの設置が義務付けられる。 

１）～９） （略） 

することが認められる。 

３）リアオーバーハング 

基本車両のリアオーバーハングが950mm 未満の車両は最大950mm まで

延長することができる。 

3.2 ） （略） 

3.3 ）車体

3.3.1 ） （略） 

3.3.2 ） （略） 

3.3.3 ）車体の開口部 

3.3.3.1 ） （略） 

3.3.3.2 ）フェンダーの開口

コンプリートホイール後端より後方のフェンダーにブレーキ冷却後の空気

を排出させるための排気口を設置することが許されるが、これら排気口は側

面および上面から内部が見える構造であってはならない。 

リアホイールの後面にブレーキ冷却後の空気を排出する排気口を構成した

場合は、後車輪軸中心を通る水平面より下を除き、空気以外の排出防止のた

め、ルーバーまたは細密なワイヤーメッシュによる構造でなければならな

い。 

フェンダーに排気管を通すための開口を設ける場合、その開口部は排気管

の直径の１／２までの隙間を有してよい。 

3.3.3.3 ） （略） 

3.3.3.4 ）車体側面の開口

ヒートエクスチェンジャーの冷却用等の外気の導入のため、４ドア車両の

場合は後部ドアに、２ドア車両の場合はドア後方のボディサイドパネルに、

以下の条件で開口部を設置することができる。 

１）～３） （略） 

3.3.3.5 ） （略） 

3.3.4 ）～3.3.6 ） （略） 

3.3.7 ）フラットボトム、床

タイヤハウス、外部ミラーを除き、車両の真下から見える車体部分の全幅

に渡り下記に適合するフラットボトムの設置が義務付けられる。 

１）～９） （略） 
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10）以下を満たすスキッドブロック及びスペーサーを前後それぞれ１つずつ装

着しなければならない。 

（１）スキッドブロックおよびスペーサー 

＜スキッドブロック＞ （略） 

＜スペーサー＞ 

⑧最小厚さ５ｍｍを有し、最少３０度の範囲で外縁の加工が認められる。な

お前部スキッドブロックの前端から前車輪軸中心までの間、後部スキッド

ブロックの前端から前方に２００ｍｍの間で延長が認められる。 

延長した場合の形状は自由であるが、路面等に接触した場合でも脱落しな

い取付でなければならない。 

ＪＡＦは性能の均等化を図るため、年度途中でも事前予告をもってスペー

サーの厚さを変更することがある。 

⑨スペーサーは均一の幅で前後のスキッドブロック間を最大３分割までの範

囲で繋げることが認められる。分割にて取り付ける場合、各々の隙間は２

ｍｍ以下でなければならない。また、スキッドブロック間で下面視で見え

る面は平面でなければならず、いかなる空力的形状も有してはならない。 

（２） （略） 

3.3.8 ）～ 3.3.19 ） （略） 

3.4 ） （略） 

第 4 条 （略） 

第 5 条 エンジン 

5.1 ）エンジンの型式および位置 

基本車両と同一製造者のエンジンを搭載することができる。 

エンジンの搭載位置は基本車両から変更は認められない。当初のエンジン

ルーム内においてエンジンの取り付けレイアウト（方位、方向、位置）は自

由である。 

5.2 ） （略） 

5.3 ）吸気系統 

5.3.1.1 ） （略） 

10）以下を満たすスキッドブロック及びスペーサーを前後それぞれ１つずつ装

着しなければならない。 

（１）スキッドブロックおよびスペーサー 

＜スキッドブロック＞ （略） 

＜スペーサー＞ 

⑧最小厚さ５ｍｍを有し、最少３０度の範囲で外縁の加工が認められる。な

お前部スキッドブロックの前端から前車輪軸中心までの間、後部スキッド

ブロックの前端から前方に２００ｍｍの間で延長が認められる。 

延長した場合の形状は自由であるが、路面等に接触した場合でも脱落しな

い取付でなければならない。 

⑨スペーサーは均一の幅で前後のスキッドブロック間を最大３分割までの範

囲で繋げることが認められる。分割にて取り付ける場合、各々の隙間は２

ｍｍ以下でなければならない。また、スキッドブロック間で下面視で見え

る面は平面でなければならず、いかなる空力的形状も有してはならない。 

（２） （略） 

3.3.8 ）～ 3.3.19 ） （略） 

3.4 ） （略） 

第 4 条 （略） 

第 5 条 エンジン 

5.1 ）エンジンの型式および位置 

基本車両と同一製造者のエンジンを搭載することができる。 

エンジンの取り付け方位、方向、位置は、前部隔壁より前方、または後部

隔壁より後方であれば自由。 

エンジンの搭載位置は基本車両から変更は認められない。当初のエンジン

ルーム内においてエンジンの取り付け方位、方向、位置は自由である。ただ

し、2016 年以前に製造された競技車両のエンジンの取り付け方位、方向、

位置は前部隔壁より前方、または後部隔壁より後方であれば自由。 

5.2 ） （略） 

5.3 ）吸気系統

5.3.1.1 ） （略） 
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5.3.1.2 ） （略） 

5.3.1.3 ）過給装置付きエンジン 

エアリストリクターの設置は、過給装置のホイールブレードの最先端を通

過する垂直面から最高50mm 上流までの間、あるいは空気漏れの無い一体部

品で最低７°の開口部を有する円錐体により過給装置吸気口直径の上流に設置

されなくてはならない。 
エアリストリクターと円錐体が一体構造で設置される場合は、過給装置のハ
ウジング側と段差を設けることなく接合されていなければならない。 

ＪＡＦは性能の均等化を図るため、事前予告をもって過給圧制限を実施す

ることがある。過給圧制限を実施する場合に限り、エアリストリクターの設

置が免除される。 

5.3.1.4 ） （略） 

5.3.2 ）～ 5.3.3 ） （略） 

5.4 ）～ 5.6 ） （略） 
第 6 条  以下略 

5.3.1.2 ） （略） 

5.3.1.3 ）過給装置付きエンジン 

エアリストリクターの設置は、過給装置のホイールブレードの最先端を通

過する垂直面から最高50mm 上流までの間、あるいは空気漏れの無い一体部

品で最低７°の開口部を有する円錐体により過給装置吸気口直径の上流に設置

されなくてはならない。 
エアリストリクターと円錐体が一体構造で設置される場合は、過給装置のハ
ウジング側と段差を設けることなく接合されていなければならない。 

ＪＡＦは性能の均等化を図るため、事前予告をもって過給圧制限を実施す

ることがある。 

5.3.1.4 ） （略） 

5.3.2 ）～ 5.3.3 ） （略） 

5.4 ）～ 5.6 ） （略） 
第 6 条 以下略 
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下線部：改正箇所

２０１９年規定 ２０１８年規定

第２節 グランドツーリングカー３００マザーシャシー（ＪＡＦ－ＧＴ３００ＭＣ）

第1 条 ～ 第2 条 （略） 
第 3 条 車体および外部寸法 
本節により改造を許されている場合を除き、公認書、登録車両に関する資料

に記載されている基本車両の諸元寸法および取り付けのためのボルト類を除い

た外面形状を維持していなければならない。 

3.1 ） （略） 
3.2 ） （略） 
3.3 ）車体 
3.3.1 ） （略） 
3.3.2 ） （略） 
3.3.3 ）車体の開口部 
3.3.3.1 ） （略） 
3.3.3.2 ）フェンダーの開口 
コンプリートホイール後端より後方のフェンダーにホイールハウス内の空気

を排出させるための排気口を設置することが許されるが、これら排気口は側面

および上面から内部が見える構造であってはならない。 

リアホイールの後面にホイールハウス内の空気を排出する排気口を構成した

場合は、後車輪軸中心を通る水平面より下を除き、空気以外の排出防止のた

め、ルーバーまたは細密なワイヤーメッシュによる構造でなければならない。 

フェンダーに排気管を通すための開口を設ける場合、その開口部は排気管の

直径の１／２までの隙間を有してよい。 

3.3.3.3 ）～ 3.3.6 ）（略） 
3.3.7 ）フラットボトム、床 
タイヤハウス、外部ミラーを除き、車両の真下から見える車体部分の全幅に

渡り下記に適合するフラットボトムの設置が義務付けられる。 

１）～６） （略） 

７）以下を満たすスキッドブロック及びスペーサーを前後それぞれ１つずつ装着

しなければならない。 

（１）スキッドブロックおよびスペーサー 

第２節 グランドツーリングカー３００マザーシャシー（ＪＡＦ－ＧＴ３００ＭＣ）

第1 条 ～ 第2 条 （略） 
第 3 条 車体および外部寸法 
本節により改造を許されている場合を除き、公認書、登録車両に関する資料

に記載されている基本車両の諸元寸法および取り付けのためのボルト類を除い

た外面形状を維持していなければならない。 

3.1 ） （略） 
3.2 ） （略） 
3.3 ）車体 
3.3.1 ） （略） 
3.3.2 ） （略） 
3.3.3 ）車体の開口部 
3.3.3.1 ） （略） 
3.3.3.2 ）フェンダーの開口 
コンプリートホイール後端より後方のフェンダーにブレーキ冷却後の空気を

排出させるための排気口を設置することが許されるが、これら排気口は側面お

よび上面から内部が見える構造であってはならない。 

リアホイールの後面にブレーキ冷却後の空気を排出する排気口を構成した場

合は、後車輪軸中心を通る水平面より下を除き、空気以外の排出防止のため、

ルーバーまたは細密なワイヤーメッシュによる構造でなければならない。 

フェンダーに排気管を通すための開口を設ける場合、その開口部は排気管の

直径の１／２までの隙間を有してよい。 

3.3.3.3 ）～ 3.3.6 ）（略） 
3.3.7 ）フラットボトム、床 
タイヤハウス、外部ミラーを除き、車両の真下から見える車体部分の全幅に

渡り下記に適合するフラットボトムの設置が義務付けられる。 

１）～６） （略） 

７）以下を満たすスキッドブロック及びスペーサーを前後それぞれ１つずつ装着

しなければならない。 

（１）スキッドブロックおよびスペーサー 
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＜スキッドブロック＞ （略） 
＜スペーサー＞ 

⑧最小厚さ５ｍｍを有し、最少３０度の範囲で外縁の加工が認められる。なお

前部スキッドブロックの前端から前車輪軸中心までの間、後部スキッドブロ

ックの前端から前方に２００ｍｍの間で延長が認められる。 

延長した場合の形状は自由であるが、路面等に接触した場合でも脱落しない

取付でなければならない。 

ＪＡＦは性能の均等化を図るため、年度途中でも事前予告をもってスペーサ

ーの厚さを変更することがある。 

⑨スペーサーは均一の幅で前後のスキッドブロック間を最大３分割までの範囲

で繋げることが認められる。分割にて取り付ける場合、各々の隙間は２ｍｍ

以下でなければならない。 

また、スキッドブロック間で下面視で見える面は平面でなければならず、い

かなる空力的形状も有してはならない。 

（２） （略） 

3.3.8 ）～3.3.17） （略） 
3.3.18 ）補 強 
車体（隔壁を含む）の補強は、運転席、助手席のための空間を含めた区域を

侵害しなければ自由に行うことができる。ただし、モノコックに対する加工・

変更は、ＪＡＦが認めた場合に限り許される。 

3.3.19 ）～ 3.4 ）  （略） 
第 4 条（略） 
第 5 条 エンジン
5.1 ）（略） 

 5.2 ）エンジンの位置 

    エンジンの搭載位置は基本車両から変更は認められない。当初のエンジ

ンルーム内においてエンジンの取り付けレイアウト（方位、方向、位置）

は自由である。 

以下、略 

＜スキッドブロック＞ （略） 
＜スペーサー＞ 

⑧最小厚さ５ｍｍを有し、最少３０度の範囲で外縁の加工が認められる。なお

前部スキッドブロックの前端から前車輪軸中心までの間、後部スキッドブロ

ックの前端から前方に２００ｍｍの間で延長が認められる。 

延長した場合の形状は自由であるが、路面等に接触した場合でも脱落しない

取付でなければならない。 

⑨スペーサーは均一の幅で前後のスキッドブロック間を最大３分割までの範囲

で繋げることが認められる。分割にて取り付ける場合、各々の隙間は２ｍｍ

以下でなければならない。 

また、スキッドブロック間で下面視で見える面は平面でなければならず、い

かなる空力的形状も有してはならない。 

（２） （略） 

3.3.8 ）～3.3.17） （略） 
3.3.18 ）補 強 
車体（隔壁を含む）の補強は、運転席、助手席のための空間を含めた区域を

侵害しなければ自由に行うことができる。ただし、モノコックおよびロールケ

ージに対する加工・変更は、ＪＡＦが認めた場合に限り許される。 

3.3.19 ）～ 3.4 ） （略） 
第 4 条 （略） 
第 5 条 エンジン
5.1 ）（略） 

 5.2 ）エンジンの位置 

    エンジンの搭載位置は基本車両から変更は認められない。当初のエンジ

ンルーム内においてエンジンの取り付け方位、方向、位置は自由である。 

以下、略
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下線部：改正箇所

２０１９年規定 ２０１８年規定

第 8 章  グランドツーリングカー500(JAF－GT500)  （略） 

第 9 章  競技専用車両(ナショナルフォーミュラ)に関する定義（略）

第 10 章  スーパーＦＪ(Ｓ－ＦＪ)  （略） 

第 11 章 フォーミュラ4（Ｆ4） 

第 1 条 規 定 

  1.1 ）～ 1.6 ） （略）

  1.7 ）材質／加工規制 

  1.7.1 ）材質規制 

    以下の材質は使用を禁止する。 

    チタニウム／カーボン／アラミド繊維／インコネル。 

    サバイバルセル、ホイールテザー、ボディカウル、およびシャシー前部

横断隔壁の前方の独立した衝撃吸収構造体、車両最後端下部の独立した衝

撃吸収体に関してのみ、カーボン／アラミド繊維を使用することができ

る。 

  1.7.2 ）加工規制 

    DLC加工（類似した加工、表面処理を含む）は禁止する。 

  1.8 ）クロームメッキ 

    サスペンションに対するクロームメッキは禁止される。 

第 2 条 車体と寸法 

  2.1 ）車 幅 

  2.1.1 ）～ 2.1.4 ）（略）

  2.2 ）オーバーハング 

    リアホイールの中心線より後方600mm以上の所に車両のいかなる部分も

あってはならない。但し、地上から350mm以下の高さで、車両の縦方向軸

第 8 章  グランドツーリングカー500(JAF－GT500)  （略） 

第 9 章  競技専用車両(ナショナルフォーミュラ)に関する定義（略）

第 10 章  スーパーＦＪ(Ｓ－ＦＪ)  （略） 

第 11 章 フォーミュラ4（Ｆ4） 

第 1 条 規 定 

  1.1 ）～ 1.6 ） （略）

  1.7 ）材質／加工規制 

  1.7.1 ）材質規制 

    以下の材質は使用を禁止する。 

    マグネシウム／チタニウム／カーボン／アラミド繊維／インコネル。 

    サバイバルセル、ホイールテザー、ボディカウル、およびシャシー前部

横断隔壁の前方の独立した衝撃吸収構造体に関してのみ、カーボン／アラ

ミド繊維を使用することができる。 

  1.7.2 ）加工規制 

    DLC加工（類似した加工、表面処理を含む）は禁止する。 

  1.8 ）クロームメッキ 

    サスペンションに対するクロームメッキは禁止される。 

第 2 条 車体と寸法 

  2.1 ）車 幅 

  2.1.1 ）～ 2.1.4 ）（略）

  2.2 ）オーバーハング 

    リアホイールの中心線より後方600mm以上の所に車両のいかなる部分も

あってはならない。 
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の中心から150mm以下の部分に、リアホイールの中心線より後方700mm以下

に衝撃吸収体を置くことが出来る。 

    フロントホイールの中心線より前方1,100mm以上の所には、車両のいか

なる部分もあってはならない。 

    ホイールの中心線とは左右のハブセンター間を結ぶ中心線をいう。 

  2.3 ）～ 2.4 ）（略）

  2.5 ）フラットボトム 

  2.5.1 ）前部コンプリートホイールの後端と後部コンプリートホイールの前

端との間にあって、車両の真下から見える車体のすべての構成部分は、±

10mmの許容範囲内で１つの平面上（フラットボトム）に位置しなければな

らない。 

    また、フラットボトムの後端はリアコンプリートホイールの前端より後

方でリアコンプリートホイール軸で終結しなければならない。これらすべ

ての部分は、いかなる状況下にあっても、均一で、固形で、堅固で、硬直

なソリッドパネルのみが許され（ハニカムサンドイッチ構造は認められ

る）（車体／シャシー構成部にしっかりと取り付けられていること）不浸

透性の表面でなければならず、これらの部分によって形成される表面の周

囲は、最大半径50mmの上向きに湾曲させることができる。フラットボトム

後端部の形状は、上向きに平面で立ち上げることが許されるが、その高さ

はフラットボトムを形成する平面から上方に20mm以内とする。 

  2.5.2 ）～ 2.8.2 ）（略）

第 3 条～第 4 条（略） 

第 5 条 駆動装置 

  5.1 ）トランスミッション 

  5.1.1 ）最大７段のギアボックスとする。ただし、後退ギアは含まれない。 

  5.1.2 ）後退ギア 

    競技に出走したすべての車両は、正常に車両に着座したドライバーによ

って操作でき、また正常に作動する後退ギアを備えなければならない。 

  5.1.3 ）車両は２車輪でのみ駆動すること。 

  5.1.4 ）横置きギアボックスは許されない。 

    フロントホイールの中心線より前方1,000mm以上の所には、車両のいか

なる部分もあってはならない。 

    ホイールの中心線とは左右のハブセンター間を結ぶ中心線をいう。 

  2.3 ）～ 2.4 ）（略）

  2.5 ）フラットボトム 

  2.5.1 ）前部コンプリートホイールの後端と後部コンプリートホイールの前

端との間にあって、車両の真下から見える車体のすべての構成部分は、±

10mmの許容範囲内で１つの平面上（フラットボトム）に位置しなければな

らない。 

    また、フラットボトムの後端はリアコンプリートホイールの前端より後

方でリアコンプリートホイール軸で終結しなければならない。これらすべ

ての部分は、いかなる状況下にあっても、均一で、固形で、堅固で、硬直

なソリッドパネルのみが許され（ハニカムサンドイッチ構造は禁止）（車

体／シャシー構成部にしっかりと取り付けられていること）不浸透性の表

面でなければならず、これらの部分によって形成される表面の周囲は、最

大半径50mmの上向きに湾曲させることができる。フラットボトム後端部の

形状は、上向きに平面で立ち上げることが許されるが、その高さはフラッ

トボトムを形成する平面から上方に20mm以内とする。 

  2.5.2 ）～ 2.8.2 ）（略）

第 3 条～第 4 条（略） 

第 5 条 駆動装置 

  5.1 ）トランスミッション 

  5.1.1 ）最大６段のギアボックスとする。ただし、後退ギアは含まれない。 

  5.1.2 ）後退ギア 

    競技に出走したすべての車両は、正常に車両に着座したドライバーによ

って操作でき、また正常に作動する後退ギアを備えなければならない。 

  5.1.3 ）車両は２車輪でのみ駆動すること。 



10 

    動力アクチエータを利用したシフト方式は許可される。シフトスイッチ

の位置は自由。 

  5.2 ）～ 5.3 ）（略）

第 6 条～第 10 条（略）

第 11 条 安全装置 

  11.1 ）～ 11.6 ）（略）

  11.7 ）尾 灯 

    すべての車両には、競技中作動する赤色灯を装備していなくてはならな

い。 

   １）ＪＡＦに申請し、承認を受けたモデル、又は、ＦＩＡの承認を受けた

モデルであること。 

   ２）車両の中心線に対して90°の角度で後方に向けられていること。 

   ３）後方から明確に認知できること。 

   ４）車両の中心線より100mm以内に設置されなければならない。 

   ５）地上から400mm以上の位置に設置すること。 

   ６）取り付け位置は尾灯表面の中心で定義されるものとする。 

   ７）車両に正常に着座したドライバーによって点灯できるものでなくては

ならない。 

   ８）操作スイッチにより点灯した時には常時点滅する構造のものとする。 

  11.8 ）（略）

  11.9 ）安全構造 

  11.9.1 ）サバイバルセル 

   １）シャシー構造体は連続した２つの構造部材をドライバーの両側に１つ

ずつ包含すること。 

   ２）それぞれの構造部材は、燃料タンクの背面から作動していない位置に

あるペダルより前方まで延長され、そして横断隔壁で終結する。 

     このペダル軸はフロントホイール中心の垂直面より後方に位置しなけ

ればならない。 

   ３）それぞれの構造部材を構成する強度部材は、最小引っ張り強度225MPa

  5.1.4 ）横置きギアボックスおよびリアアクスルより前方のギアボックスは

許されない。 

    動力アクチエータを利用したシフト方式は許可される。シフトスイッチ

の位置は自由。 

  5.2 ）～ 5.3 ）（略）

第 6 条～第 10 条（略）

第 11 条 安全装置 

  11.1 ）～ 11.6 ）（略）

  11.7 ）尾 灯 

    すべての車両には、競技中作動する赤色灯を装備していなくてはならな

い。 

   １）ＪＡＦに申請し、承認を受けたモデルであること。 

２）車両の中心線に対して90°の角度で後方に向けられていること。 

   ３）後方から明確に認知できること。 

   ４）車両の中心線より100mm以内に設置されなければならない。 

   ５）地上から400mm以上の位置に設置すること。 

   ６）取り付け位置は尾灯表面の中心で定義されるものとする。 

   ７）車両に正常に着座したドライバーによって点灯できるものでなくては

ならない。 

   ８）操作スイッチにより点灯した時には常時点滅する構造のものとする。 

  11.8 ）（略）

  11.9 ）安全構造 

  11.9.1 ）サバイバルセル 

   １）シャシー構造体は連続した２つの構造部材をドライバーの両側に１つ

ずつ包含すること。 

   ２）それぞれの構造部材は、燃料タンクの背面から作動していない位置に

あるペダルより前方まで延長され、そして横断隔壁で終結する。 

     このペダル軸はフロントホイール中心の垂直面より後方に位置しなけ

ればならない。 
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（225N/mm2）以上で、その全長を通じ最小1,000mm2の断面積を有するこ

と。ハニカム材、発泡材等の空隙を含む材料は強度部材として断面積に

は含まない。 

   ４）その全長を通じそれぞれの構造部材は、金属材料製の場合最小

15,000mm2の構造断面積（空隙を含む）を有しなければならない。カーボ

ン／アラミド繊維製の場合はこの限りではないが、金属材料製と同等か

それ以上の強度を有し、その証明をＪＡＦに提出し、承認を得なければ

ならない。 

     また、ＦＩＡの基準を満たし、ＦＩＡの承認を受けているサバイバル

セルはその使用が認められる。ただし、製造後10年以上を経過したもの

を使用する場合はＪＡＦに申請し、その承認を得なければならない。 

   ５）ボックスすべての孔部あるいは切り抜き部は、強固に補強し、またこ

れら孔部を通るすべての断面の材質は最低材質・領域の要求条件に合致

していること。 

  以下略 

   ３）それぞれの構造部材を構成する強度部材は、最小引っ張り強度225MPa

（225N/mm2）以上で、その全長を通じ最小1,000mm2の断面積を有するこ

と。ハニカム材、発泡材等の空隙を含む材料は強度部材として断面積に

は含まない。 

   ４）その全長を通じそれぞれの構造部材は、金属材料製の場合最小

15,000mm2の構造断面積（空隙を含む）を有しなければならない。カーボ

ン／アラミド繊維製の場合はこの限りではないが、金属材料製と同等か

それ以上の強度を有し、その証明をＪＡＦに提出し、承認を得なければ

ならない。 

   ５）ボックスすべての孔部あるいは切り抜き部は、強固に補強し、またこれ

ら孔部を通るすべての断面の材質は最低材質・領域の要求条件に合致し

ていること。 

 以下略 
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下線部：改正箇所

２０１９年規定 ２０１８年規定

第 12 章 スーパーフォーミュラ（SF） 

第 1 条 規 定

  1.1）規定の発行

     スーパーフォーミュラ（ＳＦ）車両の構造を規定する以下の技術規定はＪ

ＡＦによって発行される。  

  1.2）規定の改定

    ＪＡＦは、毎年遅くとも10月にこれらの規定に関する改定内容を発表し、

通常、翌年の１月１日から施行する。  

    ただし、安全上の理由による改定は上記にかかわらず直ちに施行する。 

  1.3）規則の遵守

    すべてのスーパーフォーミュラ（SF）車両は、競技期間中および公式テス

ト期間中いかなる時でも、これら規則に合致していなければならない。 

  1.4）適合車両

1.4.1）本規定の以下の条項に合致した車両で、ＪＡＦが認めたスーパーフォー

ミュラ（SF）車両供給者から供給される車両。 

 1.4.2 ）本規定で個別に認められた改造、および、スーパーフォーミュラ（SF）

車両供給者が指定した改造以外にいかなる改造も許されない。 

 1.4.3 ）シャシーの一部として取替えが可能な部品は、本規則で個別に認められ

ているものを除き、すべてスーパーフォーミュラ（SF）車両供給者が供給す

るものに限られる。 

1.5）測 定

     すべての測定は、車両を平坦な水平面の上に静止させた状態で行われる。

    車両の製造上生じた個体差、経時変化等による諸元寸法の変動により適用

せざるを得ない公差範囲は、車両供給者によるＪＡＦへの申告と承認により

認められる。  

1.6）競技参加者の義務

    競技参加者は競技期間中、自己のスーパーフォーミュラ（SF）車両がいかな

る時でも本規定に合致していることを、車両検査委員および競技会審査委員

会に立証する義務がある。  

1.7）テクニカルパスポート

すべての競技参加者は、公式登録申請に基づき、ＪＡＦが競技参加者の個々

第 12 章 スーパーフォーミュラ（SF） 

第 1 条 規 定 

1.1 ）規定の発行 

    スーパーフォーミュラ（ＳＦ）車両の構造を規定する以下の技術規定はＪ

ＡＦによって発行される。 

1.2 ）規定の改定 

    ＪＡＦは、毎年遅くとも10月にこれらの規定に関する改定内容を発表し、

通常、翌年の１月１日から施行する。 

    ただし、安全上の理由による改定は上記にかかわらず直ちに施行する。 

1.3 ）規則の遵守 

    すべてのＳＦ車両は、競技期間中および公式テスト期間中のいかなる時で

も、これら規則に合致していなければならない。 

1.4 ）適合車両 

1.4.1）本規定の以下の条項に合致した車両で、ＪＡＦが認めたスーパーフォー

ミュラ（SF）車両供給者から供給される車両。 

1.4.2 ）本規定で個別に認められた改造、および、スーパーフォーミュラ（SF）

車両供給者が指定した改造以外にいかなる改造も許されない。 

1.4.3 ）シャシーの一部として取替えが可能な部品は、本規則で個別に認められ

ているものを除き、すべてスーパーフォーミュラ（SF）車両供給者が供給す

るものに限られる。 

1.5 ）測 定 

    すべての測定は、車両を平坦な水平面の上に静止させた状態で行われる。 

1.6 ）競技参加者の義務 

    競技参加者は競技期間中、いかなる時でも自己のＳＦ車両が本規定に合致

していることを、車両検査委員および競技会審査委員会に立証する義務があ

る。 

1.7 ）テクニカルパスポート 

   すべての競技参加者は、公式登録申請に基づき、ＪＡＦが競技参加者の個々
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の車両に対して発行するテクニカルパスポートを所持し、常に車両に付帯して

いなければならない。 

いかなる車両も、車両検査でテクニカルパスポートが有効でない場合、競技

に出場することは許されない。 

第 2 条 車体と寸法

カメラ、カメラハウジング、エンジンおよびトランスミッションと走行装 

置の機械的機能に限定して関連する部分を除き、外気にさらされている車両

の全ての懸架部分は車体と定義され、エアボックス、ラジエターおよびエン

ジンの排気装置は車体の一部とみなされる。  

2.1 ）ホイールの中心線

   ホイールの中心線とは、いずれも床面に垂直に静止している車両のタイヤ

トレッドの中心を基準にしてコンプリートホイールの相対的な側面の２つの

垂線の中間をいう。 

  2.2 ）高さの測定

    すべての高さは基準となる面（以下、基準面：2-10-2図に示す、直径80mm

の穴3箇所の車体下面により定義される）を基準として、そこから計測される

ものとする。 

2.3 ）車体の幅

2.3.1）車体の全幅は、操舵される車輪を直進位置に向け、タイヤを除いて計測

され1,900mmを超えてはならない。  

2.3.2）リアホイールの中心線とフロントホイールの中心線との間にある車体の

幅は、1,700mmを超えてはならない。 

2-3図 

2.3.3）リアホイールの中心線より後方の車体の幅は、1,000mmを超えてはならな

の車両に対して発行するテクニカルパスポートを所持し、常に車両に付帯して

おかなければならない。 

   いかなる車両も、車両検査でテクニカルパスポートが有効でない場合、競技 

に出場することは許されない。 

第 2 条 車体と寸法 

    カメラ、カメラハウジング、エンジンおよびトランスミッションと走行装

置の機械的機能に限定して関連する部分を除き、外気にさらされている車両

の全ての懸架部分は車体と定義される。 

    エアボックス、ラジエターおよびエンジンの排気装置は車体の一部とみな

される。 

2.2 ）ホイールの中心線

    ホイールの中心線とは、いずれも床面に垂直に静止している車両のタイヤ

トレッドの中心を基準にしてコンプリートホイールの相対的な側面の２つの

垂線の中間をいう。  

 2.3 ）高さの測定

    すべての高さは基準となる面（以下、基準面）を基準として、そこから計

測されるものとする。 

2.4 ）全 幅

    車体の全幅は、操舵される車輪を直進方向に向け、タイヤを除いて計測さ

れ1,910mmを超えてはならない。 

2.5 ）リアホイールの中心線より前方の幅 

2.5.1 ）リアホイールの中心線とフロントホイールの中心線との間にある車体の

幅は、1,605mmを超えてはならない。 

2.5.2 ）フロントホイールの中心線から前方にある車体の幅は、1,905mmを超え

てはならない。 

2.5.3 ）他の車両のタイヤに損傷を与えることを防ぐため、フロントホイール前

方の車体側面先端部の頂点および前端（フロント翼端部先端を構成するすべ

ての部分を含む）は、少なくとも半径５mmの丸みを帯びており、最低10mmの

厚さがなければならない。 

    車両中心線に対し、上面視で60°未満の角度で後退している場合には、こ

れらの領域にある車体の一切の水平部分の前端部はこの要件に合致する必要

は無い。 

2.6 ）リアホイールの中心線より後方の幅 
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い。 

基準面から650mm以上の高さに位置する車体部分の幅は、リアホイール中

心線とその後方750mm間では900mmを超えてはならず、750㎜以上後方は、950mm

を超えてはならない。   

2-3-3図 

2.4）車体の高さ 

いかなる車体部分も、基準面から上方960mmを超えて位置してはならない。

2.5) フロント車体部分

車両中心線から800㎜以上でフロントホイール中心線の前方415mmから1,050

㎜を超えて車体部分が有ってはならない。 

車両中心線から800㎜の間にあるすべての車体部分は基準面より上方50㎜以

上でなければならず、800㎜を超える所にある車体部分は基準面より上方50㎜

以上330㎜以下でなければならない。   

2.6.1 ）リアホイールの中心線から後方の車体の幅は、1,000mmを超えてはならな

い。 

2.6.2 ）基準面から650mm以上の高さに位置する車体部分の幅は、リアホイール

中心線とその後方600mmの間にあっては900mmを超えてはならず、600mm以上後

方にあっては、960mmを超えてはならない。 

2.7 ）全 高

  車体のいかなる部分も、基準面から上方960mmを超えて位置してはならない。 

2.8 ）フロント車体部分

    フロントホイール中心線の後方330mmの地点より前方に位置し、車両の中心

線と中心線から725mmの間にある車体のすべての部分は基準面上方55mm以上で

なければならず、725mmを超える所にある部分は基準面上方55mm以上320mm以

下でなければならない。 

    折り目から15mmを超えないガーニータイプのトリムタブは許される。 

    ガーニータイプのトリムタブの曲げ角度は任意だが、基準面から高さ320mm

を超えてはならない。 
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2-5図 

2.5.1）車体上面視で、フロントホイールの中心線の後方1,150mm以上で、車両中心

線から250mmに平行する２本の線により形成される領域内および、フロントホ

イールの中心線の後方350mmから1,150mm間で両中心線から460mmの平行する２

本の線により形成される領域内に有る懸架部分を除き車両の下から見ること

ができるすべての懸架部分は、基準面から高さ25mm以上になくてはならない。

    これらの領域の構造体は基準面より下に構成されていてはならない。   

2-5-1図 

2.12 ）フロントホイール周囲の車体 

    10.5）で規定するエアダクトおよび13.4）で規定する後方視界用のミラー

とそれらの取り付け部を除き、平面に見て、車両の中心線から350mmおよび

955mmの所にある２本の縦方向の線と、フロントコンプリートホイールの中心

線から前方425mmおよび同ホイールの中心線から後方800mmの所にある２本の

横断線とによって形成される領域には、いかなる車体の部分もあってはなら

ない。 



16 

2.5.2) フロントホイールの中心線の前後330mm、車両中心線から550mm以上で、基

準面上方25mmとフロントホイールの中心線の高さ迄の領域にバージボード(デ

ィフレクター)を設置する事ができる。ただし、当該機構構成は車両供給者に

より提供されるものに限られる。 

2-5-2図

2.6) リア車体部分 

2.6.1)リアホイールの中心線から後方の、基準面からの高さ650mm以上にある車

体はリアホイール中心線から215mm以上後方になくてはならない。 

2-6-1図 

2.9 ）リアホイール前方の車体 

2.9.1 ）13.4）で規定する後方視界用のミラーとその取り付け部を除き、フロン

トホイールの中心線より330mm以上後方、およびリアホイールの中心線より

330mm以上前方にあり、基準面から高さ600mm以上にある車体のいかなる部分

も、車両の縦方向の中心線から340mm以上離れてはならない。 

2.9.2 ）リアホイール中心線とリアホイール中心線より550mm前方に引いた線の

間で、車両の中心線から500mmを超える位置にある車体のいかなる部分も、基

準面から375mmを超える高さにあってはならない。 

2.9.3 ）リアホイール中心線とリアホイール中心線より400mm前方に引いた線の

間で、車両の中心線から500mmを超える位置にある車体のいかなる部分も、基

準面から335mmを超える高さにあってはならない。 

2.10 ）リアホイール間の車体 

2.10.1 ）リアホイールの中心線とリアホイールの中心線より330mm前方の地点と

の間にある車体のいかなる部分も、基準面から805mmを超える高さにあっては

ならない。 

2.10.2 ）リアホイールの中心線とリアホイールの中心線より115mm後方の地点と
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2.6.2) リアホイールの中心線から325mm以上後方で、車両中心線からそれぞれ

450mmの間にある車体部分は、車両を側面から見た場合に基準面上方700mmと

960mmの間で、リアホイール中心線後方325mm以上と750mmの間に位置する領

域に収まっていなければならない。 

2-6-2図 

2.7) オーバーハング  

すべてのオーバーハングの測定は、すべて基準面に対して平行に行われる。

2.7.1）フロントオーバーハング 

車両のいかなる部分もフロントホイール中心線の前方1,255mmを超えてはな

らず、車両の縦方向の中心線から200mm以上離れた所にある車体のいかなる部

分も、フロントホイール中心線の前方1,130mmを超えてはならない。 

の間にある車体のいかなる部分も、基準面から560mmを超える高さにあっては

ならない。 

2.11 ）リアホイールの中心線から後方の車体 

2.11.1 ）リアホイールの中心線から120mm以上後方に位置する車体のいかなる部

分も、基準面から高さ960mm以上にあってはならない。 

 2.11.2 ）リアホイールの中心線から120mm以上後方で、基準面から高さ650mmと

960mmの間にある車体で、車両の中心線から115mm離れた地点と405mm離れた地

点との間にあるいかなる部分も、リアホイール中心線後方135mmと540mmの間

に位置する領域に収まっていなければならない。 

    この領域を側面から見たとき、その縦断面に２つを超えて閉鎖部分があっ

てはならない。 

    ただし、１つの閉鎖部分（１枚エレメント）の場合は、リアホイール中心

線後方135mmと725mmの間に位置する領域に収まっていなければならない。 

2.11.3 ）車両の走行中に、これらの領域の関係が変化する可能性が無いことを

確実にするため、堅固な複数の支持体を使用し、互いに架橋されなければな

らない。 

ただし、ＪＡＦに申請し承認され、車両供給者によってのみ提供されるド

ライバーによって調整可能なドラッグ抑制システム（DRS）装置を装備するこ

とが許される。 

2.11.4 ）折り目から15mmを超えないガーニータイプのトリムタブは許される。 

    ガーニータイプのトリムタブの曲げ角度は任意だが、角度にかかわらず基

準面から高さ960mmを超えてはならない。 

2.15 ）オーバーハング 

2.15.1 ）車両のいかなる部分もリアホイール中心線の後方875mmを超えてはなら

ず、またフロントホイール中心線の前方1,245mmを超えてはならない。 

2.15.2 ）リアホイール中心線より後方120mm以上離れた位置にあり、基準面から

高さ650mm以上に位置する車体部分は、リアホイール中心線の後方725mmを超

えてはならない。 

2.15.3 ）車両の縦方向の中心線から200mm以上離れた所にある車体のいかなる部

分も、フロントホイール中心線の前方1,010mmを超えてはならない。 

   すべてのオーバーハングの測定は、すべて基準面に対して平行に行われる。 
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2-7-1図 

2.7.2）リアオーバーハング 

車両のいかなる部分もリアホイール中心線の後方880mmを超えてはならな

い。 

2.8) コクピット  

2.8.1）コクピット開口部 

コクピット開口部の寸法が適切であることを確認するため、2-8-1図に示さ

れる型板が、サバイバルセルおよび車体に挿入されるものとする。  

2-8-1図 

第 12 条 コクピット 

12.2 ）コクピット開口部 

12.2.1 ）コクピット開口部の寸法が適切であることを確認するため、第12-2図

に示される型板が、サバイバルセルおよび車体に挿入されるものとする。 

    この試験を行うときは、ステアリングホイール、ステアリングコラム、シ

ート、および13.7.1）~13.7.6）で必要とされるすべてのパッド（取り付け

具を含む）は外してもよいが、次の条件が満たされていなければならない。

‐型板の下端が基準面から高さ525mmの位置になるまでは、車両上方から挿入

された水平を保って垂直に下げられなければならず、第12-2図に基づき、

d-e線上にある型板の縁端部は第12-5図に示されるA-A線の後方1,800mm以上

になければならない。 

    コクピット入口の型板による測定もすべて（12.2.3）、14.2.1）、

14.4.4）、14.5.4）、15.3）、および17.4）に示される場合）、型板がこの

位置に保持されている間に測定されなければならない。 



19 

    この試験を行うときは、ステアリングホイール、ステアリングコラム、シ

ート、および規定により必要とされるすべてのパッド（取り付け具を含む）

は外しても良いが、次の条件が満たされていなければならない。  

‐型板の下端が基準面から高さ525mmの位置になるまでは、車両上方から挿入さ

れ水平を保って垂直に下げられなければならず、2-8-1図に基づき、c-d 線上

にある型板の縁端部は2-8-1-2図に示される A-A線の後方1,800mm以上になけ

ればならない 。  

コクピット入口の型板による測定もすべて型板がこの位置に保持されてい

る間に測定されなければならない 。 

(2.8.2）、13.4）、13.6）、16.2)、16.5）、および16.6）に示される場

合）   

2-8-1-2図 

2.8.2）コクピット開口部最前端は、サバイバルセルの構造または一部分であ

ったとしてもステアリングホイールの少なくとも50mm前方になくてはなら

ず、ドライバーのヘルメットの後端部がコクピット入口の型板後端より

125mm以内でなければならない。 

12.2.2 ）コクピット開口部最前端は、サバイバルセルの構造または一部分であっ

たとしてもステアリングホイールの少なくとも50mm前方になくてはなら

ない。 
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2.9）コクピット内部 

2.9.1) 内部断面 

2-9-1 図に示す外部型板を、コクピットに挿入し、作動していない状態

の最後部ペダルの正面から100mm後方の地点まで垂直に通すことができるよ

うな垂直断面積がコクピット全体に確保されていなければならない。 

この部分に侵入してもよいのは、ステアリングホイールおよび12.6.4）で

要求されるパッドのみである。

2-9-1図

2.9.2) ドライバーの足の位置 

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art13.4 ドライバーの足の位

置に準拠する。 

2.9.3) 許されるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更は、以下が認め

られる。 

   1） ペダル  

   2） ペダルブレース  

   3） ペダルマウントベース  

   4） スクリーン  

   5） フットレスト  

    ただし、上記1）～5）については、改造、取り付けおよび変更後もオリジ

12.4.1 ）第12-3図に示す外部型板を、コクピットに挿入し、作動していない状態

の最後部ペダルの正面から100mm後方の地点まで垂直に通すことができるよう

な垂直断面積がコクピット全体に確保されていなければならない。 

    この部分に侵入してもよいのは、ステアリングホイールおよび13.7.7 ）で

要求されるパッドのみである。 

12.5 ）ドライバーの足の位置

12.5.1 ）サバイバルセルは、前方向においては、燃料タンク後方からドライバー

の足の少なくとも前方300mmの地点まで延びていなければならない。その際の

ドライバーの足は操作されていないペダルの上に乗せられているものとす

る。 

12.5.2 ）ドライバーが通常に着座した状態で、操作されていない位置にあるペダ

ルの上に乗せられている足の裏は、フロントホイール中心線よりも前方に位

置していてはならない。 

12.1 ）許されるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更 

   1） ペダル 

   2） ペダルブレース 

   3） ペダルマウントベース 

   4） スクリーン 

   5） フットレスト 

   上記については、改造、取り付けおよび変更後においても、オリジナル仕様
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ナル仕様と同等、あるいはそれ以上の強度信頼性を維持すること。  

   6） ドリンク装置 

2.10）地面に面した車体部分 

2.10.1) フロントホイールの中心線より後方330mmからリアホイール中心線の前

方330mm以上の間にある車両の下から見える懸架部分は、いずれも均一で、

重厚で、堅く、連続していて、固定され（車体／シャシーに関していかな

る遊びもないこと）、不浸透性の表面となっていなくてはならない。 

基準面とステップ面の表面形状に対して±5mmの垂直公差が認められ、車

両の真下からこれらの面の視認時には、左右に5mmの水平公差が認められ

る。 

と同等、あるいはそれ以上の強度信頼性が維持されていなければならない。 

   6） ドリンク装置 

2.13 ）地面に面した車体部分 

2.13.1 ）フロントホイールの中心線より1,000mm以上後方、およびリアホイール

の中心線より330mm以上前方にある、車両の下から見える懸架部分はいずれ

も、基準面とステップ面のどちらかを形成するものとする。これは、見えて

いる後方視界用ミラーのいかなる部分ならびにサスペンションアーム・ブラ

ケットにも適用されない。 

 2.13.2 ）さらに、すべての部品によって基準面上に形成される面は次の条件を

満たさなければならない。 

‐フロントホイールの330mm後方の地点からリアホイールの中心線まで継続す

る。 

‐その幅は最小300mm、最大500mmとする。 

‐車両中心線を軸に左右対称とする。 

2.13.3 ）フロントホイールの中心線より330mm以上後方、およびリアホイールの

中心線より330mm以上前方にある、車両の下から見える懸架部分はいずれも、

均一で、重厚で、堅く、連続していて、固定され（車体／シャシーに関して

いかなる遊びもないこと）、不浸透性の表面となっていなくてはならない。 

    基準面とステップ面の表面に、これら自身の面に完全に囲われた穴を設け

ることが認められるが、車両部品が車両の真下からそれらの穴を通して直接

見えないことを条件とする。 

2.13.4 ）製造上の問題および、すべての規定に準拠していなければいかなる設

計も認められないという点を考慮し、フロントホイール中心線の330mm後方の

地点とリアホイール中心線の間にある基準面とステップ面の表面の形状に対

して±５mmの垂直公差が認められ、車両の真下からこれらの面が見えるかど

うかを確認する時には、左右に５mmの水平公差が認められる。 

2.13.5 ）車両を平面に見て、フロントホイールの中心線より後方３３０mmおよ

び１,０００mmにある２本の横断線と、車両中心線から４００mmの車両中心線

に平行する２本の線により形成される領域内にある懸架部分を除き、フロン

トホイールの中心線より３３０mm後方で、車両の中心線から２５０mm以上離

れた所にあり車両の下から見ることができるすべての懸架部分は、基準面か

ら高さ３０mm以上になくてはならない。
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2.10.2) スキッドブロック 

基準面上のすべての部品で形成される面の下に、各前面角部に半径50mm

（±2mm）の丸みをつけた状態で長方形のスキッドブロックを取り付けなけれ

ばなない。スキッドブロックは複数でもよいが以下の条件に従うこと。 

ただし、 

ａ）スキッドブロックはフロントホイール中心線の後方325±5mmから縦方向にリ

アホイールの中心線の前方250±5mm迄の間に至るものであること。 

    ｂ）スキッドブロックを構成する材質と異なる材質の物体を貼付、装着等しては

ならない。 

    ｃ）幅は300mmで公差は±２mmであること。 

    ｄ）新しい場合は、最小5mmの一定の厚さであること。ただし、地面との接触状態

の確認のため塗付される塗料は寸法には含めない。 

ｅ）局部的な欠損箇所を除き規定された形状は、競技会期間中常に維持されてい

ること。 

    ｆ）2.10.3）で認められている留め金具を固定する際に必要な穴や、下記ｇ）に

指定されている穴以外の穴や切り取りがあってはならない。  

    ｇ）2-10-2 図に示される位置に穴をあけること。  

        使用後のスキッドブロックの適合性を確証するために、その厚さは直径 

80 mmの穴３つの周囲のみを使って測定される。  

この３つの穴の各々の周囲の少なくとも１箇所で最小3mmの厚さが遵守され

ていなければならない。計測は1/100mmまで測定し、1/100mmの位を四捨五入

する。 

ｈ）スキッドブロックは、ブロックと基準面上の部品で形成される面の間に 

空気を通さぬよう、車体の中心線を軸として左右対称に取り付けること。 

2.14 ）スキッドブロック 

  2.14.1 ）基準面上のすべての部品で形成される面の下に、各前面角部に半径

50mm（±２mm）の丸みをつけた状態で長方形のスキッドブロックを取り付け

なければならない。スキッドブロックは複数でもよい。 

   ただし、 

   ａ）スキッドブロックはフロントホイール中心線の330mm後方から縦方向にリ

アホイールの中心線の前方255mmに至るものであること。 

   ｂ）比重が1.3~1.45の間で均質の材質で造られていること。 

   ｃ）幅は300mmで公差は±２mmであること。 

   ｄ）厚さは10mmで公差は±２mmであること。 

   ｅ）新しい場合は一定の厚さであること。 

   ｆ）2.14.2)で認められている留め金具を固定する際に必要な穴や、下記ｇ）

に指定されている穴以外の穴や切り取りがあってはならない。 

   ｇ）第12-1図に示される位置に７つの穴をあけること。 

     使用後のスキッドブロックの適合性を確証するために、その厚さは直径

８０mmの穴３つの周囲のみを使って測定される。 

     この３つの穴の各々の周囲の少なくとも１箇所で最小８mmの厚さが遵守

されていなければならない。 

   ｈ）スキッドブロックは、ブロックと基準面上の部品で形成される面の間に

空気を通さぬよう、車体の中心線を軸として左右対称に取り付けること。 
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2-10-2図 

2.10.3) スキッドブロックを車両に取り付ける際に使用する留め金具は、次の

条件を満たしていなければならない。  

   ａ）留め金具は、最少10箇所。  

   ｂ）下から直接見たときの総面積は40,000mm2を超えてはならない。  

   ｃ）下から直接見たときの各部分の面積は2,000mm2を超えてはならない。  

   ｄ）底面全体が車両の下から直接見えるように取り付けること。  

   留め金具は底面と同一面あるいはそれより上方に設置されること。  

2.10.4）ブロックの周囲の下端の縁を、斜角30°、深さ4mmまで切削することが認

められ、後縁は長さ200mmにわたり深さ4mmまで面取りすることができる。 

2.11) 空気力学的装置 

空気力学的影響を持つ構造部分および車体は、基準面より下に位置しては

ならならず、以下に許される以外の如何なる装置あるいは構造体を有する

ことは禁止される。 

‐車体に関するすべての規定に準拠していなければならない。  

‐車両の懸架部分全体に堅固に固定して取り付けられていなければならな

い。 （一切の遊びがなく固定されているものとする）。  

‐ラバー等弾性のあるものを用いてはならず、剛体結合されていること。  

‐懸架部分との連結において動きが一切ないものとする。 

- 2.5.2)によるバージボード(ディフレクター)。 

 2.14.2 ）スキッドブロックを車両に取り付ける際に使用する留め金具は、次の

条件を満たしていなければならない。 

   ａ）留め金具は、最少10箇所。 

   ｂ）下から直接見たときの総面積は40,000 mm2を超えてはならない。 

   ｃ）下から直接見たときの各部分の面積は2,000mm2を超えてはならない。 

   ｄ）底面全体が車両の下から直接見えるように取り付けること。 

   留め金具は底面と同一面あるいはそれより上方に設置されること。 

 2.14.3 ）ブロックの周囲の下端の縁を、斜角30°、深さ８mmとなるよう削って

もよいが、後縁は長さ200mmにわたり深さ８mmまで面取りすることができる。

2.16 ）空気力学的装置 

    9.5.5）に規定されるホイールテザーを保護する目的のみのため単独で使用

されている非構造のシュラウド、および10.5）に規定されるエアダクトを除

き、車両の空気力学的性能に影響するいかなる部分も 

‐車体に関するすべての規定に準拠していなければならない。 

‐車両の懸架部分全体に堅固に固定して取り付けられていなければならない

（一切の遊びがなく固定されているものとする）。 

‐ラバー等弾性のあるものを用いてはならず、剛体結合されていること。 

‐懸架部分との連結において動きが一切ないものとする。 

    あらゆる状況においても、車両の懸架部分と地面との間に、何らかの装置
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‐9.5.2）に規定されるホイールテザーを保護する目的のみのため単独で使用

されている非構造のシュラウド。 

‐10.4）に規定されるエアダクト。 

-車両の懸架部分と地面間にあるスキッドブロック。 

‐ガーニータイプのトリムタブ

フロントおよびリアの車体部分に、それぞれに定められた基準面からの高

さまでに折り目から15mmを超えないガーニータイプのトリムタブの追加。 

2.12) 車体の柔軟性

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art 3.9) 車体の柔軟性 規則に準

拠する。競技参加者はこのテストが必要と見なされた場合に必要なアダプタ

ー、パッドを提供しなければならない。 

2.13) 許されるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更。

本規定の遵守、ならびに構成部品の正規の取り付け位置および寸法の確保

を目的とした各部品の切削、調整およびシムの追加が認められ、以下の仕様へ

の改造が認められる。 

1）車載カメラ、無線、ＥＣＵ、データロガー、センサーアンテナ、通信コネク

ター、および配線の取り付け。（ヘッドレスト部は除く） 

2）ラジエター、オイルクーラーから放出される空気量を制御する開口部および

ルーバーの設置。  

3）接合部、留め具、または、任意の傷つきやすい部分の先端部に限り車体にテ

ープの貼付。 (ヘッドレスト部は除く) 

4）車体（衝撃吸収装置を含む）の塗装。  

5）車高センサー防護用カバーの設置。  

（1） 平面視において、縦横断面比は 3.5：1 以下。   

（2） 側面視において、200mm×80mm の領域以内。   

6）ガーニータイプのトリムタブの取り付けおよび取り外し。 

第 3 条 重 量

  3.1） 最低重量

    車両重量は、660kg未満であってはならない。  

あるいは構造体を有することは一切禁止される。 

    2.14）に規定されるスキッドブロックを除き、空気力学的影響を持つ構造

部分および車体は、状況を問わず基準面より下に位置してはならない。 

2.18 ）車体の柔軟性 

    フロントホイール前方の車体部分は、垂直方向に0.5kNの荷重を加えた時

に、垂直方向の歪みが５mmを超えてはならない。 

    この試験を行うときは、フロントホイール中心線の850mm前方、かつ車両の

中心線から650mmの位置が中心となる直径50mmのパッドを介し、長さ200mmで

幅150mmのアダプターを通して下方に荷重を加える。 

    競技参加者はこのテストが必要と見なされた場合にアダプターを提供しな

ければならない。 

2.1 ）許されるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更 

2.1.1 ）本規定の遵守、ならびに構成部品の正規の取り付け位置および寸法の確

保を目的とした各部品の切削、調整およびシムの追加。 

2.1.2 ）オリジナルの車体に対して次の改造が認められる。 

   1） 車載カメラ、無線、ＥＣＵ、データロガー、センサーアンテナ、通信コ

ネクター、および配線の取り付け。 

   2） ラジエター、オイルクーラーから放出される空気量を制御する開口部お

よびルーバーの設置。  

   3） 接合部、留め具、または、任意の傷つきやすい部分の先端部に限り車体

にテープを貼付。 

   4） 車体（衝撃収装置を吸含む）の塗装。 

   5） 車高センサー防護用カバーの設置。 

     （1） 平面視において、縦横断面比は 3.5：1以下。 

     （2） 側面視において、200mm×80mmの領域以内。 

   6） ガーニータイプのトリムタブの取り付けおよび取り外し。 

第 3 条 重 量 

3.1 ）最低重量 

    車両重量は６６０ｋｇ未満であってはならない。 
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    最低重量の検証にかかわるすべての搭載燃料は、車載の燃料ポンプにより

排出されなければならない。ただし、車載の燃料ポンプを使用することが出

来ない場合は、補助的な外部ポンプを一時的に接続して使用することができ

る。 

   3.2）バラスト

バラストは、その取り付けを目的とした位置に取り外しに工具を必要とする

ような方法で固定されるならば使用することは許される。車両検査委員によっ

て必要とみなされた場合に封印を施すことが可能でなければならない。 

3.3）レース中の追加

燃料、窒素と圧搾された空気を除き、いかなる物質もレース中車両に追加し

てはならない。  

レース中に車両のいずれかの部品の交換が必要となった場合、新たに取り付

ける交換部分の重量が元の部分の重量を超えてはならない。 

第 4 条 エンジン  

  4.4.1）ウォーターラジエターのコアは１体(1個)のみが認められる。 

    競技中(ピットボックス内での作業を除き)のウォーターラジエター、オイ

ルクーラーおよびエンジン各部の冷却は、空気のみが認められ、空気以外

のいかなる物質の噴射、または噴霧による方法は禁止される。 

  4.5）排気系統

    排気系統は自由。ただし、 

   １）すべての排気ガスが通過する、少なくとも１つの触媒装置が設置されな

ければならない。触媒装置はＪＡＦに申請し承認されなければならない。 

   ２）いかなる可変排気装置も禁止される。 

   ３）FAS（Fresh Air System）パス（アンチラグシステムの配管）は禁止され

る。 

 4.6）エンジン制御 

4.6.1)エンジン出力性能の同等性維持のためＪＡＦに申請し承認を得た燃料流量

制限機構を装着し競技会期間中維持しなければならない。 

ＪＡＦは、車両供給者からの新たな申請により制限機構を変更することが

ある。 

4.6.1.1)燃料流量制限機構 

エンジンに供給される燃料流量規制回路と一時的な増量のための短絡回路か

ら構成される制御機構で4.2.1)燃料系統に装着され短絡回路が動作している場

3.1.1 ）最低重量の検証にかかわるすべての搭載燃料は、車載の燃料ポンプによ

り排出されなければならない。 

3.1.2 ）車載の燃料ポンプを使用することが出来ない場合は、すべての搭載燃料

が排出されることが明らかであることを条件に、補助的な外部ポンプを一時

的に接続して使用することができる。 

3.2 ）バラスト 

    バラストは、その取り付けを目的とした位置に取り外しに工具を必要とす

るような方法で固定されるならば使用することは許される。車両検査委員に

よって必要とみなされた場合に封印を施すことが可能でなければならない。 

 3.3 ）レース中の追加 

    燃料、窒素と圧搾された空気を除き、いかなる物質もレース中車両に追加

してはならない。 

    レース中に車両のいずれかの部品の交換が必要となった場合、新たに取り

付ける交換部分の重量が元の部分の重量を超えてはならない。 

第 4 条 エンジン

4.4.1 ）ウォーターラジエターのコアは１個で、ウォーターラジエター、オイル

クーラーおよびエンジン各部の冷却は、空気のみが認められ、空気以外のい

かなる物質の噴射または噴霧による方法は禁止される。 

4.5 ）排気系統 

    排気系統は自由。ただし、 

   １）すべての排気ガスが通過する、少なくとも１つの触媒装置が設置されな

ければならない。触媒装置はＪＡＦに申請し承認されなければならない。 

   ２）いかなる可変排気装置も禁止される。 

   ３）FAS（Fresh Air System）パス（アンチラグシステムの配管）は禁止され

る。 

4.6 ）エンジン制御 

4.6.1 ）ＪＡＦに申請し承認された燃料流量制限機構、または吸入空気流量制限

機構の何れかを装着しなければならない。  

4.6.1.1 ）燃料流量制限機構 

    エンジンに供給される燃料流量規制回路と一時的な増量のための短絡回路か

ら構成される制御機構で4.2.1）燃料系統に装着され短絡回路が動作している場
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合を除き、エンジンに供給されるすべての燃料が通過しなければならない。 

4.6.3) エンジンアンチストールシステム 

ドライバーが車両の制御を失った場合にエンジンがストールするのを防ぐア

ンチスト―ルシステムを装着しなければならない。 

第 5 条 燃料システム

5.1 ）燃料タンク   

5.1.1）燃料タンクは、ＦＩＡ/FT5-1999の仕様に合致するか、あるいはそれを上

回る単一の燃料ブラダーでなければならない。 

また、仕様以外については、第４編“付則”「ＪＡＦ/ＦＩＡ公認の安全燃

料タンク」を参照のこと。 

 5.1.2）車載されるすべての燃料は、側面から見てエンジンの前面とドライバーの

背中の間に貯蔵されていなくてはならない。さらに、いかなる燃料もドライ

バーの背中が座席と接触する最も高い点より300mm以上前方に貯蔵することは

できない。ただし、最大で２ℓの燃料をサバイバルセルの外側には貯蔵するこ

とができるが、これはエンジンの通常の作動にのみ必要とされるもののみと

する。 

5.1.3）燃料は車両の縦方向軸から400mm以上離れた所に貯蔵してはならない。 

5.2 ）取り付けと配管  

5.2.1）燃料タンクのすべての開口部は、ブラダーの内側に金属製または複合材質

合を除き、エンジンに供給されるすべての燃料が通過しなければならない。  

4.6.1.2 ）吸入空気流量制限機構 

    エンジンに供給される全ての空気量の制御機構で、エアリストリクター単

独またはエアリストリクターと一時的な増量のための短絡回路で構成され、

過給装置の上流までの間に装着される。短絡機構が動作している場合を除

き、エンジンに供給されるすべての空気がエアリストリクターを通過しなけ

ればならない。  

第 5 条 燃料システム 

5.2 ）燃料タンク 

5.2.1 ）燃料タンクは、ＦＩＡのFT5-1999仕様に合致するか、またはそれを上回

る単一の燃料ブラダーでなければならない。 

5.2.2 ）車載されるすべての燃料は、側面から見てエンジンの前面とドライバー

の背中の間に貯蔵されていなくてはならない。さらに、いかなる燃料もドラ

イバーの背中が座席と接触する最も高い点より300mm以上前方に貯蔵すること

はできない。ただし、最大で２ℓの燃料をサバイバルセルの外側には貯蔵する

ことができるが、これはエンジンの通常の作動にのみ必要とされるもののみ

とする。 

5.2.3 ）燃料は車両の縦方向軸から400mm以上離れた所に貯蔵してはならない。 

5.2.4 ）すべての燃料ブラダーはＦＩＡに承認された製造者により製造されてい

なくてはならない。ＦＩＡの承認を得るために、製造者はＦＩＡより承認さ

れる仕様に各自の製品が合致していることを証明しなければならない。これ

らの製造者は承認された基準に合致しているタンクのみをその顧客に納品す

ること。承認された製造者の一覧はＦＩＡテクニカルリストNo.1に記載され

ている。 

5.2.5 ）すべての燃料ブラダーには製造者名、ブラダーの製造に際し適用された

仕様および製造月日が記載されていなければならない。 

5.2.6 ）製造日から５年以上経過した燃料ブラダーを使用してはならない。 

5.3 ）取り付けと配管 

5.3.1 ）燃料タンクのすべての開口部は、ブラダーの内側に金属製または複合材
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のボルトリングによって接合されたハッチまたは取り付け具によって閉鎖されてい

なければならず、ボルト穴の縁はボルトリング、ハッチまたは取り付け部の端から

5mm以上離れていなければならない。  

    すべてのハッチおよび取り付け具は、燃料タンクに付属のガスケットまたは

“Ｏ”リングで密閉されなければならない。  

5.2.2）燃料タンクとエンジンの間にあるすべての燃料配管は、自動閉鎖・分離

バルブを備えなければならない。このバルブは、燃料タンクから燃料配管取

り付け具を引き抜いたり、燃料配管取り付け具を破損するのに必要な荷重の

50％以下の負荷で分離するものでなければならない。 

5.2.3）すべての配管は、それが曲げられるものである場合、ネジ山のついたコ

ネクターおよび摩擦と炎に耐え得る外部網材を有していなくてはならない。 

5.2.4）すべての燃料の配管は最大作動温度135℃で、4.1MPa（41bar）の最低破

裂圧力を有していなければならない。 

   5.3 ）衝撃吸収構造体 

     燃料タンクは、サバイバルセルの一部分を形成しており、16.2）および

16.3）に規定する試験により 要求される荷重に耐え得る衝撃吸収構造体で完

全に覆われていなければならない 。 

5.4 ）燃料タンクの給油口 

   5.4.1）すべての車両は燃料タンク給油口と通気口を備えなければならない。こ

れは結合されているか、シングルユニットでなければならず、車両の両側も

しくは片側に取り付けられていること（ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規

則付則J項第252条第9項第252-6図または、ＪＡＦ国内競技車両規則第1編レ

ース車両規定 第３章10.3.1） 第3-1図、 第3-1a図に準拠する）。 

5.4.2）燃料タンクの給油口および通気口は、デッドマン機構の原理に合致し

た、基準の漏出防止ドライブレイクカップリングを備えなければならず、開

放状態のときに、いかなる保持装置も組み込んではならない。 

5.4.3）燃料タンクの給油口および通気口は、車体より突き出してはならない。  

5.4.4）燃料タンクの給油口および通気口が燃料タンクに直接取り付けられ、給

油口および通気口が燃料タンクの最上部に位置しない構造を有する場合、給

油口および通気口にダクト（シュノーケル）を設けることは禁止される。 

質のボルトリングによって接合されたハッチまたは取り付け具によって閉鎖

されていなければならない。 

    ボルトの穴の縁は、ボルトリング、ハッチまたは取り付け部の端から５mm

以上離れていなければならない。 

    すべてのハッチおよび取り付け具は、燃料タンクに付属のガスケットまた

は“O”リングで密閉されなければならない。 

5.3.2 ）燃料タンクとエンジンの間にあるすべての燃料配管は、自動閉鎖・分離

バルブを備えなければならない。このバルブは、燃料タンクから燃料配管取

り付け具を引き抜いたり、燃料配管取り付け具を破損するのに必要な荷重の

50％以下の負荷で分離するものでなければならない。 

5.3.5 ）すべての配管は、それが曲げられるものである場合、ネジ山のついたコ

ネクターおよび摩擦と炎に耐え得る外部網材を有していなくてはならない。 

5.3.3 ）燃料を収容する配管は、コクピットを通過してはならない。 

5.3.4 ）すべての配管は、いかなる漏れが生じても、コクピット内に燃料が滞留

しないように取り付けられていなくてはならない。 

5.3.6 ）すべての燃料の配管は最大作動温度135℃で、4.1MPa（41bar）の最低破

裂圧力を有していなければならない。 

5.4 ）衝撃吸収構造体 

    燃料タンクは、サバイバルセルの一部分を形成しており、17.2.1）および

17.3）に規定する試験により要求される荷重に耐え得る衝撃吸収構造体で完

全に覆われていなければならない。 

5.5 ）燃料タンクの給油口 

5.5.1 ）すべての車両は燃料タンク給油口と通気口を備えなければならない。こ

れは結合されているか、シングルユニットでなければならず、車両の両側も

しくは片側に取り付けられていること（ＦＩＡ 国際モータースポーツ競技規

則付則J項第252条第９項第252-6図または、ＪＡＦ国内競技車両規則第１編レ

ース車両規定第３章10.3.1）第3-1図、第3-1a図に準拠する）。 

5.5.2 ）燃料タンクの給油口および通気口は、デッドマン機構の原理に合致し

た、基準の漏出防止ドライブレイクカップリングを備えなければならず、開

放状態のときに、いかなる保持装置も組み込んではならない。 

5.5.3 ）燃料タンクの給油口および通気口は、車体より突き出してはならない。

5.5.4 ）燃料タンクの給油口および通気口が燃料タンクに直接取り付けられ、給

油口および通気口が燃料タンクの最上部に位置しない構造を有する場合、給

油口および通気口にダクト（シュノーケル）を設けることは禁止される。 
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5.4.5）燃料タンクの給油口、通気口およびブリーザーは、事故の際に破損しや

すいような場所を避けて取り付けられなくてはならない。 

5.4.6）燃料タンクと外気とを結ぶブリーザーパイプは走行時に液体の漏れがない

ように設計されていなければならず、その排気口はコクピットの開口部より

250mm以上離れていなくてはならない。 

5.4.7）燃料タンク内と外気を連結しているすべての通気口またはブリーザーパ

イプは車体の外側に開口していなければならず、逆流防止バルブを備え、車

両が転倒したとき、または燃料補給中に燃料の漏出を防ぐ様に設計されてい

なくてはならない。 

5.4.8）すべての車両には、燃料タンクから車両検査委員により燃料を取り出す

ことができる自動閉鎖コネクターを備えていなければならない。このコネク

ターはＦＩＡで認可されたタイプのものでなければならない。  

コネクターの仕様、その装着ダイアグラムはＦＩＡテクニカルリスト№５

に従うこと。 

5.5 ）燃料補給 

   5.5.1）レース中のすべての燃料補給は、ＦＩＡ 国際モータースポーツ競技規則

付則J項第252条第9項第252-7図または、ＪＡＦ国内競技車両規則第1編レー

ス車両規定第３章10.3.2)「燃料補給タンク」に従った装置を使用しなけれ

ばならない。 

5.5.2）レース中の燃料補給ホースには、車両に装着された基準の給油口と通気

口に適合する基準の漏洩防止カップリングを取り付けなければならない。 

5.5.3）燃料補給を開始する前に、車両および給油装置は地面に電気的にアース

されていなければならない。 

5.5.4）補給タンクからカップリングまでの補給装置のすべての金属部分も同様

にアースされていなければならない。 

5.5.5）燃料の冷却 

‐大気温度より摂氏10℃以上低い温度で燃料を車両へ搭載することは禁止

される。 

‐燃料の温度を大気温度より下げるための装置の使用は、車載の如何を問わ

ず禁止される。 

‐車載の燃料供給配管系統に、燃料の温度を下げるための冷却装置を設け 

ることができるが、その冷却は外気の自然流による空冷式に限定される。 

5.6) 燃料システムにおけるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更は、配

管および取り付け具がオリジナルと同等、あるいはそれ以上の最低破裂圧力

を有している事により以下が認められる。 

5.5.5 ）燃料タンクの給油口、通気口およびブリーザーは、事故の際に破損しや

すいような場所を避けて取り付けられなくてはならない。 

5.5.6 ）燃料タンクと外気とを結ぶブリーザーパイプは走行時に液体の漏れがな

いように設計されていなければならず、その排気口はコクピットの開口部より

250mm以上離れていなくてはならない。 

5.5.7 ）燃料タンク内と外気を連結しているすべての通気口またはブリーザーパ

イプは車体の外側に開口していなければならず、逆流防止バルブを備え、車

両が転倒したとき、または燃料補給中に燃料の漏出を防ぐ様に設計されてい

なくてはならない。 

5.5.8 ）すべての車両には、燃料タンクから車両検査委員により燃料を取り出す

ことができる自動閉鎖コネクターを備えていなければならない。このコネク

ターはＦＩＡで認可されたタイプのものでなければならない。 

    コネクターの仕様、その装着ダイアグラムはＦＩＡテクニカルリストNo.５

に従うこと。 

5.6 ）燃料補給 

5.6.1 ）レース中のすべての燃料補給は、ＦＩＡ 国際モータースポーツ競技規

則付則J項第252条第９項第252-7図またはＪＡＦ国内競技車両規則第１編レー

ス車両規定第３章10.3.2）「燃料補給タンク」に従った装置を使用しなけれ

ばならない。 

5.6.2 ）レース中の燃料補給ホースには、車両に装着された基準の給油口と通気

口に適合する基準の漏洩防止カップリングを取り付けなければならない。 

5.6.3 ）燃料補給を開始する前に、車両および給油装置は地面に電気的にアース

されていなければならない。 

5.6.4 ）補給タンクからカップリングまでの補給装置のすべての金属部分も同様

にアースされていなければならない。 

5.6.5 ）大気温度より摂氏10℃以上低い温度で燃料を車両へ搭載することは禁止

される。 

5.6.6 ）‐燃料の温度を大気温度より下げるための特別な装置の使用は、車載の

如何を問わず禁止される。 

‐車載の燃料供給配管系統に、燃料の温度を下げるための冷却装置を設け

ることができるが、その冷却は外気の自然流による空冷式に限定される。 

5.1 ）許されるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更 

    配管および取り付け具はオリジナルと同等、あるいはそれ以上の最低破裂

圧力を有していなければならない。 



29 

1）オイル配管（オイルタワーを含む）  

2）燃料配管  

3）燃料タンク内部（燃料ブラダーを除く）  

4）水配管（ラジエターキャップを含む）  

5）燃料ポンプ 

第 6 条 オイルとウォーターシステム

6.1 ）オイルタンクの位置

     オイルを貯蔵するすべてのタンクは、車両を縦方向に見てフロントホイー

ル軸とギアボックスケーシングの最後部との間に設置されなければならず、

サバイバルセル両端（横方向）より外に位置してはならない。 

6.2 ）オイルシステムの縦方向の位置

     オイルを収容する車両のすべての部分は、リアコンプリートホイールの後

方に設けられてはならない。  

6.3 ）キャッチタンク

     オープン方式のサンプブリーザーを含む潤滑系統の車両では、このブリーザ

ーは、最少容積2,000ccのキャッチタンク内に排出しなければならない。  

6.4 ）オイルシステムの横方向の位置

    オイルを収容するすべての部分は、車両の縦方向の中心線から780 mm以上離

れてはならない。  

 6.5 ）オイルおよび水の配管   

6.5.1）水または潤滑油を収容する配管は、コクピットを通過してはならない。

6.5.2）すべての配管は、いかなる漏れが生じても、コクピット内に液が滞留し

ない様に取り付けられていなければならない。 

6.5.3）油圧液配管の取り外し可能なコネクターは、コクピット内にあってはな

らない。 

6.5.4）すべての潤滑油の配管は作動温度135℃で4.1MPa（41bar）の最低破裂圧

力をしていなければならない。 

6.5.5）急激な圧力変化を受けることのないすべての油圧液配管は、重力による

負圧を利用する配管を除き、スチール製コネクターを使用したときの最大

作動温度は04℃、アルミニウム製コネクターを使用したときは135℃で、

各々が最低破裂圧力40.8Mpa（408bar）を有していなければならない。 

6.5.6）急激な圧力変化のかかる油圧液の配管はすべて最大作動温度 

204℃で最低破裂圧力81.6MPa（816bar）を有さなければならない。 

6.6) オイルとウォーターシステムにおけるオリジナル仕様の改造、取り付けおよ

   1） オイル配管（オイルタワーを含む） 

   2） 燃料配管 

   3） 燃料タンク内部（燃料ブラダーを除く） 

   4） 水配管（ラジエターキャップを含む） 

   5） 燃料ポンプ 

第 6 条 オイルとウォーターシステム 

 6.2 ）オイルタンクの位置 

    オイル貯蔵するすべてのタンクは、車両を縦方向に見てフロントホイール

軸とギアボックスケーシングの最後部との間に設置されなければならず、サ

バイバルセル両端（横方向）より外に位置してはならない。 

6.3 ）オイルシステムの縦方向の位置 

    オイルを収容する車両のすべての部分は、リアコンプリートホイールの後

方に設けられてはならない。 

6.4 ）キャッチタンク 

    オープン方式のサンプブリーザーを含む潤滑系統の車両では、このブリー

ザーは、最少容積2,000ccのキャッチタンク内に排出しなければならない。 

6.5 ）オイルシステムの横方向の位置 

    オイルを収容するすべての部分は、車両の縦方向の中心線から700mm以上離

れてはならない。 

6.6 ）オイルおよび水の配管 

6.6.1 ）水または潤滑油を収容する配管は、コクピットを通過してはならない。

6.6.2 ）すべての配管は、いかなる漏れが生じても、コクピット内に液が滞留し

ないように取り付けられていなければならない。 

6.6.3 ）油圧液配管の取り外し可能なコネクターは、コクピット内にあってはな

らない。 

6.6.4 ）すべての潤滑油の配管は作動温度135℃で4.1MPa（41bar）の最低破裂圧

力を有していなければならない。 

6.6.5 ）急激な圧力変化を受けることのないすべての油圧液配管は、重力による

負圧を利用する配管を除き、スチール製コネクターを使用したときの最大作

動温度は204℃、アルミニウム製コネクターを使用したときは135℃で、各々

が最低破裂圧力40.8MPa（408bar）を有していなければならない。 

6.6.6 ）急激な圧力変化のかかる油圧液の配管はすべて最大作動温度204℃で最

低破裂圧力81.6MPa（816bar）を有さなければならない。 

6.1 ）許されるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更 
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び変更は、配管および取り付け具がオリジナルと同等、あるいはそれ以上の

最低破裂圧力が有している事により以下が認められる。 

1）配管および取り付け具。  

2）オイルまたはウォーターラジエターのインテーク開口部の部分的閉鎖。 

3）オイルまたはウォーターラジエターの前部にストーンガードの設置。 

第 7 条 電気系統

7.1 ）エンジン始動補助装置

    グリッド、ピットエリアにおいてエンジンを始動させるために、補助的な装

置を一時的に車両に接続して使用することができる。  

 7.2 ）データ集計装置   

 7.2.1）競技参加者は、競技の行われているすべての期間中、次のデータ   

  を集計しなければならない。  

‐エンジン回転数  

‐車両速度  

‐変速ギア位置  

7.2.2）7.2.1）の集計データをダウンロードできるようなコネクターを車体に設

けなければならない。 

7.2.3）すべてのプラクティスセッションの途中および終了後ならびにレース終

了後、7.2.1）で規定する集計データが競技会技術委員によりダウンロードさ

れる。また、競技会技術委員より集計データ（他のすべての集計データを含

む）の提出を求められた場合、競技参加者はこれを提出しなければならない。 

7.2.4）各種センサー類

各種センサーの取り付けは2.11）に従うことで許される。 

7.3 ）事故データ記録装置(ADR) 

事故データ記録装置は、車両供給者から供給されるものを以下の通りに取り

付けられ機能しなければならない。 

a) 既存の取付け用の穴を用い、サバイバルセルに強固に取り付けられるこ

と。 

b) ADR製造者の指示に従うこと。 

c) 車両の中心線に左右対称で頂部を上方に向けること。 

d) 12個の各端部を車両の軸に平行に配すること。 

    配管および取り付け具はオリジナルと同等、あるいはそれ以上の最低破裂

圧力を有していなければならない。 

   1）配管および取り付け具。 

   2）オイルまたはウォーターラジエターのインテーク開口部の部分的閉鎖。 

   3）オイルまたはウォーターラジエターの前部にストーンガードの設置。 

第 7 条 電気系統 

7.2 ）エンジン始動補助装置 

    グリッド、ピットエリアにおいてエンジンを始動させるために、補助的な

装置を一時的に車両に接続して使用することができる。 

7.3 ）データ集計装置 

7.3.1 ）競技参加者は、競技の行われているすべての期間中、次のデータを集計

しなければならない。 

‐エンジン回転数 

‐車両速度 

‐変速ギア位置 

7.3.2 ）7.3.1）の集計データをダウンロードできるようなコネクターを車体に

設けなければならない。 

7.3.3 ）すべてのプラクティスセッションの途中および終了後ならびにレース終

了後、7.3.1）で規定する集計データが競技会技術委員によりダウンロードさ

れる。また、競技会技術委員より集計データ（他のすべての集計データを含

む）の提出を求められた場合、競技参加者はこれを提出しなければならない。

7.3.4 ）その他データー集計装置（各種センサー）

    7.3.1）に規定される以外のデーター集計装置（各種センサー）の取り付け

は1.4.3）に反することなく、外観形状に影響を及ぼさない限り許される。 

    ただし、タイヤサーモセンサーの取付場所は、アンダーフロアの上面に上

面視で目視可能範囲内に限られ、確実に固定されなければならない。 
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e) 基準面上方50mm未満であること。 

f) スキッドブロックまたは床を取り外すことなく、コクピット内部から常に

容易にアクセスできるコクピット内に位置すること。 

g) 競技のスタート時と終了時に通常にアクセスできる位置にあること。 

h) 装置全体が車両のホイールベースの40％と60％の間となるように置くこ

と。 

i) 主要コネクターが前方を向くこと。 

j) 遠隔のステータスライトはドライバーがコクピット内にいる状態で見える

こと。 

k) ダウンロードコネクターは、車体を取り外すことなく容易にアクセスでき

ること。 

7.4) 無線装置

無線装置は、本章により許される場合を除き、ピットとドライバー間との音

声による通信のみが許される。 

7.5) 電気系統におけるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更は、以下が認

められる。 

1）ドライバーの通信装置の取り付け。  

2）データ集計装置の集計データのダウンロード用配線の取り付け。 

第 8 条 駆動装置 

8.1）ニュートラルスイッチ 

 8.1.1）エンジンが停止し、車両が静止状態になった際にもトランスミッション 

のギア位置をニュートラルにするための手段を備えていなければならない。 

8.1.2）そのスイッチ、あるいはボタンは外部から容易に操作できるように見易

い位置に設置され、明確に表示されていなければならない。 

8.2) 四輪駆動 

    四輪駆動車両は禁止される。  

8.3）ディファレンシャル

    ディファレンシャルの機構は機械式に限定される。  

8.4）前進ギア

    すべての車両は６段より多い前進ギアを有してはならない。 

8.5）後退ギア

    すべての車両は競技期間中のいかなる場合においても、ドライバーが通常

にコクピットに着座しエンジンを作動した状態で選択し、使用できる後退ギ

アを装備していなくてはならない。  

7.4 ）ドライバー無線 

    無線装置は音声による通信のみ許される。 

7.1 ）許されるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更 

   1） ドライバーの通信装置の取り付け。 

   2）  7.3）に規定する集計データのダウンロード用配線の取り付け。 

第 8 条 駆動装置 

8.2 ）ニュートラルスイッチ 

8.2.1 ）エンジンが停止し、車両が静止状態になった際にもトランスミッション

のギア位置をニュートラルにするための手段を備えていなければならない。 

8.2.2 ）そのスイッチ、あるいはボタンは外部から容易に操作できるように見易

い位置に設置され、明確に表示されていなければならない。 

8.3 ）四輪駆動 

    四輪駆動車両は禁止される。 

8.4 ）ディファレンシャル 

    ディファレンシャルの機構は機械式に限定される。 

8.5 ）前進ギア 

    すべての車両は６段より多い前進ギアを有してはならない。 

8.6 ）後退ギア 

    すべての車両は競技期間中のいかなる場合においても、ドライバーが通常

にコクピットに着座しエンジンを作動した状態で選択し、使用できる後退ギ

アを装備していなくてはならない。 



32 

8.6）トラクションコントロール

    トラクションコントロール機構の使用は禁止される。  

8.7）車両速度リミッター

   雨天用リアライト作動時と異なる周波数で点滅させる車両速度リミッター

を搭載すること。 

制御方式は自由、点滅周波数は任意とする。また、車両速度リミッターを作

動させた時、天候にかかわらず常にリアライトが点滅し、車両が停止状態であ

っても、操作スイッチを起動した時には点滅すること。 

8.8) 駆動装置におけるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更は、以下が認

められる。 

   1）車輪回転センサーの取り付け。  

2）CV ブーツ  

3) クラッチ 

エンジン供給者が指定したものでなければならない。

4）クラッチ周辺にカバーの取り付け。 

5）マスターシリンダー 

6) リザーバータンク  

7) フルード  

8）配管  

9）フィッティング 

第 9 条 サスペンションとステアリング

 9.1）懸架・サスペンション

    車両は懸架・サスペンションを装備しなければならない。 

9.2 ）アクティブサスペンション

   以下のサスペンション機能は、制御機能の一環と見なし使用は禁止される。 

 (1)ホイールに対する荷重の変化以外の外部信号入力による機能の付加、反応、

あるいは、制御するシステム。 

(2)走行中にサスペンションシステムを調整する機能 

  9.3）フロントとリアの相互接続サスペンションシステム（ FRIC ） 

フロントとリアの相互接続サスペンションシステム(FRIC)は禁止される。 

9.4 ）クロームメッキ

    鋼鉄サスペンションのクロームメッキは禁止される。  

9.5 ）サスペンション部材   

   9.5.1）すべてのサスペンション部材は均質の金属材で造られていなくてはなら

8.7 ）トラクションコントロール 

    トラクションコントロール機構の使用は禁止される。 

8.8 ）車両速度リミッター 

    車両速度リミッターを作動させた時、天候にかかわらず常にリアライトが

点滅すること。また、車両が停止状態であっても、操作スイッチを起動した

時には点滅すること。 

8.1 ）許されるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更 

   1） 車輪回転センサーの取り付け。 

   2） CVブーツ 

   3） クラッチ 

    エンジン供給者が指定したものでなければならない。 

   4） クラッチ周辺にカバーの取り付け。 

   5） マスターシリンダー  

   6） リザーバータンク 

   7） フルード 

   8） 配管 

   9） フィッティング 

第 9 条 サスペンションとステアリング 

9.5 ）懸架・サスペンション 

    車両は懸架・サスペンションを装備しなければならない。 

9.2 ）アクティブサスペンション 

    アクティブサスペンションの使用は禁止される。 

9.3 ）フロントとリアの相互接続サスペンションシステム（FRIC）

    フロントとリアの相互接続サスペンションシステム（FRIC）は禁止される。

9.4 ）クロームメッキ 

    鋼鉄サスペンションのクロームメッキは禁止される。 

9.6 ）サスペンション部材 

9.6.1 ）すべてのサスペンション部材は均質の金属材で造られていなくてはなら
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ない。  

9.5.2 ）各サスペンション構成部品の個々の部材は、断面の縦横比（9.5.5）で

規定するホイールテザーを保護する目的のため、単独で使用されている非構

造のシュラウドを含む）が3.5：１以下で、しかも断面の主軸に対して対称で

なければ ならない。ただし、すべてのサスペンション構成部品は、内側およ

び外側アタッチメントに隣接しており、関連する部材のアタッチメント間の

合計距離に対して占める割合が25％以下であれば、断面の縦横比が3.5：１を

超えても、また、対称でなくてもよい。  

測定はすべて、関連する部材の内側アタッチメントと外側アタッチメント

の間に引いた直線に対して垂直に行われる 。  

9.5.3 ）すべてのサスペンション部材の断面の主軸は、車両の中心線に平行に測

定したときに、基準面に対して５°を超える角度（±迎角）がついていては

ならない。 

   9.5.4 ）サスペンション部材の非構造部分は車体とみなす。 

   9.5.5 ）ホイール拘束ケーブル 

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art10.3.6 に準拠する。 

車両供給者により供給される指定部品を必ず使用すること。 

9.6 ）ステアリング 

   9.6.1）ステアリングはドライバーとホイールの間を機械的に連結するように構

ない。 

9.6.2 ）各サスペンション構成部品の個々の部材は、断面の縦横比（9.5.5）で

規定するホイールテザーを保護する目的のため、単独で使用されている非構

造のシュラウドを含む）が3.5：１以下で、しかも断面の主軸に対して対称で

なければならない。ただし、すべてのサスペンション構成部品は、内側およ

び外側アタッチメントに隣接しており、関連する部材のアタッチメント間の

合計距離に対して占める割合が25％以下であれば、断面の縦横比が3.5：１を

超えても、また、対称でなくてもよい。 

    測定はすべて、関連する部材の内側アタッチメントと外側アタッチメント

の間に引いた直線に対して垂直に行われる。 

9.6.3 ）すべてのサスペンション部材の断面の主軸は、車両の中心線に平行に測

定したときに、基準面に対して５°を超える角度（±迎角）がついていては

ならない。 

9.6.4 ）サスペンション部材の非構造部分は車体とみなす。 

9.6.5 ）ホイールと車両との結合を保つすべてのサスペンション連結部が破損し

た際にホイールが車両から外れるのを防ぐのを助けるために、車両の主要構

造体と各ホイール／アップライトアッセンブリを、断面積が110 mm2を上回る

柔軟性のあるケーブルで連結しなければならない。それらのケーブルおよび

取り付け部も、事故が発生した際にホイールがドライバーの頭部に当たるこ

とがないように設計しなければならない。 

    各ケーブルの長さは、サスペンションの正常な動作を妨げないために必要

な長さを超えてはならない。 

    各ケーブルには、以下のそれぞれ別個の取り付け部を有していなければな

らない。 

‐70kNの最低引っ張り強度に耐え得ること。 

‐最小内径15mmのケーブル端部の取り付け具に適合できること。 

    各ホイールにはＦＩＡ試験手順03/07にて試験を受けた際の性能に応じ、１

本あるいは２本のケーブルを取り付けることができる。取り付けケーブルが

１本の場合、それは試験手順03/07の3.1.1の要件を超えるものでなければな

らず、２本の場合は、それぞれ3.1.2の要件を超えるものでなければならな

い。 

    各ケーブルは、長さが最低450mmで、7.5mmを上回るテザー曲がり角半径と

なる端部取り付け具を使用しなければならない。   

9.7 ）ステアリング 

9.7.1 ）ステアリングはドライバーとホイールの間を機械的に連結するように構
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成されクイックリリースシステムを備えていなければならない。 

その操作方式は、ステアリングホイールの後方のステアリングコラム上に

設置された同心円上のフランジを引く方法によるものでなければならない。

また、パワーステアリングは、プログラム可能な制御を備えていない単一

のシステムである場合に限り使用することができる。 

9.6.2）四輪操舵は禁止される。

   9.6.3）ステアリングホイール、ステアリングコラムおよびステアリングラック

アッセンブリーは、衝突試験に合格しなければならない。試験手順の詳細は

14.5）で説明される。 

9.6.4）衝突試験に合格したステアリングホイール、ステアリングコラム、ステ

アリングラックアッセンブリーおよびクイックリリース機構、ステアリング

メカニズムを変更、改造してはならない。 

9.6.5）ドライバーは通常に着座すると進行方向に直面する様になっていなけれ

ばならず、ステアリングホイール以外の部品を取り外さなくても乗降できな

ければならない。 

また、すべての安全ベルトを締め、運転に必要な装備をつけ、通常に着座

した状態から、ステアリングホイールを取り外して、5 秒以内で車両から脱

出できなければならない。その後、ステアリングホイールを取り付けること

が、合計10秒以内でできなければならない。  

ステアリングホイールが取り付けられた後は、操舵制御が維持されなけれ

ばならない。 

9.7) サスペンションとステアリングにおけるオリジナル仕様の改造、取り付け

および変更は、以下が認められる。 

1) サスペンション構成部材への、センサー、歪ゲージの貼り付けおよび配線の

取り付け。 

2）センサーの取り付け、接続を目的としたステー、ブラケット、サポートの取

り付け。  

但し、センサー、歪ゲージ、ステー、ブラケット、サポートがサスペンシ

ョン構成部材の強度／機能に影響を与えてはならず、オリジナルと同等、あ

るいはそれ以上の強度信頼性が維持されていなければならない。 

  3）アクスルキャップの取り付け。  

   4）ダンパー  

   5）キャンバーシム  

成されていなくてはならない。 

    また、パワーステアリングは、プログラム可能な制御を備えていない単一

のシステムである場合に限り使用することができる。 

9.7.2 ）四輪操舵は禁止される。 

9.7.3 ）ステアリングホイール、ステアリングコラムおよびステアリングラック

アッセンブリーは、衝突試験に合格しなければならない。試験手順の詳細は

15.5）で説明される。 

9.7.4 ）衝突試験に合格したステアリングホイール、ステアリングコラム、ステ

アリングラックアッセンブリーおよびクイックリリース機構、ステアリング

メカニズムを変更、改造してはならない。 

12.2.3 ）ドライバーは、ステアリングホイール以外の部品を取り外さなくても乗

降できなければならない。ドライバーは通常に着座すると進行方向に直面す

る様になっていなければならない。また、ドライバーのヘルメットの後端部

がコクピット入口の型板の後端より125mm以内でなければならない。 

12.2.4 ）ドライバーは、すべての安全ベルトを締め、運転に必要な装備をつけ、

通常に着座した状態から、ステアリングホイールを取り外して、５秒以内で

車両から脱出できなければならない。その後、ステアリングホイールを取り

付けることが、合計10秒以内でできなければならない。 

    ステアリングホイールが取り付けられた後は、操舵制御が維持されなけれ

ばならない。 

9.1 ）許されるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更 

  1）サスペンション構成部材への、センサー、歪ゲージの貼り付けおよび配線の

取り付け。 

  2）センサーの取り付け、接続を目的としたステー、ブラケット、サポートの取

り付け。 

     センサー、歪ゲージ、ステー、ブラケット、サポートがサスペンション

構成部材の強度／機能に影響を与えてはならず、オリジナルと同等、ある

いはそれ以上の強度信頼性が維持されていなければならない。 

  3）アクスルキャップの取り付け。 

  4）ダンパー 

  5）キャンバーシム 
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   6）ホィールナット  

   7）ステアリングポジションセンサーおよび配線の取り付け。  

   8）ステアリングホイール位置の移動を目的としたスペーサーの追加。  

   9）ステアリングホイールの変更。  

    但し、その代替品は、14.5）で規定する衝突試験に合格していなければな

らない。 

第 10 条 制動装置

10.1）制動回路

    すべての車両は、少なくとも２系統の同一ペダルによって操作される回路

を有するブレーキを装備しなければならない。このブレーキは１つの回路に

漏れ、もしくは欠陥が生じた場合でもペダルは少なくとも２つのホイールを

制御できなければならない。システムは、ブレーキの１つの回路に欠陥が生

じた場合でもペダルがもう１つの回路でブレーキを制御できるよう設計され

ていなければならない。  

 ペダルによって操作されるブレーキ回路に、ブレーキペダル以外の操作で

作用する機能、効果を設けることは、その手段（機械、電気、油圧、空気圧、

およびその複合）にかかわらず禁止される。 

10.2）ブレーキディスク 

すべてのブレーキディスクは、最大厚さが30mmで、最大外径は300mmでなけ

ればならない。  

10.3 ）ブレーキキャリパー  

10.3.1）すべてのブレーキキャリパーは、同質の金属材で造られていなくてはな

らない。 

10.3.2）各ホイールに装着されるブレーキキャリパー・ピストンの数は６つまで

とする。 

10.4 ）エアダクト 

    フロントおよびリアのブレーキ周辺のエアダクトは、制動装置の一部分と

見なされ下記の領域の範囲内になければならない。 

- 基準面より上部で有る事。 

- 車両側面視においてコンプリートホィールの投影内であること。 

- コンプリートホイールのリム内側面から車両の中心線に向かう平行な領域

である事。 

10.5 ）液体冷却

    ブレーキの液体冷却は禁止される。   

  6）ホィールナット 

  7）テアリングポジションセンサーおよび配線の取り付け。 

  8）ステアリングホイール位置の移動を目的としたスペーサーの追加。 

  9） ステアリングホイールの変更。 

    その代替品は、15.5）で規定する衝突試験に合格していなければならな

い。 

第 10 条 制動装置 

10.2 ）制動回路 

    すべての車両は、少なくとも２系統の同一ペダルによって操作される回路

を有するブレーキを装備しなければならない。このブレーキは１つの回路に

漏れ、もしくは欠陥が生じた場合でもペダルは少なくとも２つのホイールを

制御できなければならない。システムは、ブレーキの１つの回路に欠陥が生

じた場合でもペダルがもう１つの回路でブレーキを制御できるよう設計され

ていなければならない。 

    ペダルによって操作されるブレーキ回路に、ブレーキペダル以外の操作で

作用する機能、効果を設けることは、その手段（機械、電気、油圧、空気

圧、およびその複合）にかかわらず禁止される。  

10.3 ）ブレーキディスク 

    すべてのブレーキディスクは、最大厚さが30mmで、最大外径は300mmでなけ

ればならない。 

10.4 ）ブレーキキャリパー 

10.4.1 ）すべてのブレーキキャリパーは、同質の金属材で造られていなくてはな

らない。 

10.4.2 ）各ホイールに装着されるブレーキキャリパー・ピストンの数は６つまで

とする。 

10.5 ）エアダクト 

    フロントおよびリアのブレーキ周辺のエアダクトは、制動装置の一部分と

見なされ下記の領域の範囲内になければならない。 

‐基準面より上部であること。 

‐車両側面視においてコンプリートホイールの投影内であること。 

‐コンプリートホイールのリム内側面と車体側面に挟まれた領域。  

10.6 ）液体冷却

    ブレーキの液体冷却は禁止される。  
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10.6 ）ブレーキ圧の調整

    アンチロックブレーキおよびパワーブレーキは禁止される。 

10.7) 制動装置オリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更は、配管、フィッティ

ングがオリジナルと同等、あるいはそれ以上の最低破裂圧力を有している事を

条件に以下が認められる。 

   1）ブレーキ周辺のエアダクト  

   (1) エアダクト吸気口の一部閉鎖。  

   (2) エアダクト吸気口の前部にストーンガードの設置。  

  2）マスターシリンダー  

  3）リザーバータンク  

  4）フルード  

  5)  配管  

  6）フィッティング  

  7）ブレーキ圧力センサーおよび配線の取り付け。 

第 11 条 ホイールとタイヤ

 11.1）位 置

後部空力装置を取り外した車両を平面に見た場合、ホイールは車体の外側

に位置していなければならない。  

11.2）寸 法  

11.2.1）コンプリートホイールの最大幅：18.0インチ

     コンプリートホイールの最大直径：26.5インチ 

     ホイール本体の直径：13.0インチ 

11.2.2）コンプリートホイールの幅と直径の測定は、1 .4barに膨張させた新し

いタイヤを装着し、ホイールを垂直位置に保った状態で車軸の高さで水

    平に行われる。

11.3）ホイールの材質 

     すべてのホイールは均質の金属材で造られていなくてはならない。  

 11.4）ホイールの数

     ホイールの数は４本に限定される。  

11.5) ホイールアッセンブリー 

1）タイヤに加えてホイールに物理的に取り付けることのできる部品は、ホイ

ールの表面処理および保護材、タイヤガス充填および排出のためのバルブ、

ホイールナット、バランスウェイト、ドライブペグ、タイヤ圧力および温度

監視装置、ホイールスペーサーおよびホイールと一体構造でないホイールカ

10.7 ）ブレーキ圧の調整

    アンチロックブレーキおよびパワーブレーキは禁止される。 

10.1 ）許されるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更 

    配管、フィッティングは、オリジナルと同等、あるいはそれ以上の最低破

裂圧力を有していなければならない。 

   1） ブレーキ周辺のエアダクト 

   （1） エアダクト吸気口の一部閉鎖。 

   （2） エアダクト吸気口の前部にストーンガードの設置。 

   2） マスターシリンダー 

   3） リザーバータンク 

   4） フルード 

   5） 配管 

   6） フィッティング 

   7） ブレーキ圧力センサーおよび配線の取り付け。 

第 11 条 ホイールとタイヤ 

11.1 ）位 置 

    後部空力装置を取り外した車両を平面に見た場合、ホイールは車体の外側

に位置していなければならない。 

11.2 ）寸 法 

11.2.1 ）コンプリートホイールの最大幅：18.0インチ 

      コンプリートホイールの最大直径：26.5インチ 

      ホイール本体の直径：13.0インチ 

11.2.2 ）コンプリートホイールの幅と直径の測定は、1.4barに膨張させた新し

いタイヤを装着し、ホイールを垂直位置に保った状態で車軸の高さで水

平に行われる。 

11.3 ）ホイールの材質

      すべてのホイールは均質の金属材で造られていなくてはならない。 

11.4 ）ホイールの数

      ホイールの数は４本に限定される。 

11.5 ）ホイールアッセンブリー 

    タイヤに加えてホイールに物理的に取り付けることのできる部品は、ホイ

ールの表面処理および保護材、タイヤガス充填および排出のためのバルブ、

ホイールナット、バランスウェイト、ドライブペグ、タイヤ圧力および温度

監視装置、タイヤ圧力調整装置、ホイールスペーサーおよびホイールと一体
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バーに限定される。 

ただし、11.2.1）に規定される最大幅を超えないことを条件とする。 

2) 機械、器具、用具等(ジェットヒーター等)の使用によるタイヤの加熱は認め

られない。 

第 12 条 安全装置

 12.1）消火装置  

12.1.1）すべての車両はコクピットとエンジンコンパートメントに散布される消

火装置を備えなければならない。 

12.1.2 ）ＦＩＡテクニカルリストNo.16に記載されたＦＩＡ公認消火システムの

使用が義務付けられる。

12.1.3）コクピットおよびエンジンコンパートメント内のノズルの数は、取り付

けマニュアルに記載された数と同数でなければならない。 

また、すべての部品はマニュアルに従って使用、取り付けを行わなければ

ならない。 （マニュアルはＦＩＡウェブサイトより入手可能）。 

12.1.4）作動の際、10秒以上30秒以内にわたって、消火装置は内容量の95％を一

定の圧力で放出しなければならない。 

消火剤を収容した複数のコンテナが取り付けられていた場合は、それらは同時

に放出されなければならない。 

12.1.5）各圧力容器には、圧力をチェックする機能が備わっていなければならな

い。 

12.1.6）下記の情報が、消火剤が入っている各コンテナに記載されていなければ

ならない。 

ａ）消火剤の種類  

   ｂ）消火剤の重量または容量  

   ｃ）容器の日付が検査されなければならず、消火剤を充填した日付から２年

を過ぎて使用してはならない。  

12.1.7）消火装置のすべての部品はサバイバルセル内に置かれなければならず、

すべての消火装置は耐火性でなければならない。いかなる場合でも、容器の

取り付けは減速度25Ｇに耐え得るものでなければならない。 

12.1.8）車両の主要電気回路に故障が生じた場合でも、すべての消火システムを

作動させることができるならば、システム自体に動力源を有する放出起動シス

テムが許される。 

ドライバーが安全ベルトを装着し、ステアリングホイールをつけ運転席に

構造でないホイールカバーに限定される。 

    ただし、11.2.1）に規定される最大幅を超えないことを条件とする。 

第 13 条 安全装置 

13.2 ）消火装置 

13.2.1 ）すべての車両はコクピットとエンジンコンパートメントに散布される

消火装置を備えなければならない。 

13.2.2 ）ＦＩＡに特別に認可されたあらゆるAFFF、およびＦＩＡテクニカルリ

ストNo.16に記載された消火システムの使用が許される。 

13.2.3 ）消火剤の量は使用するAFFFの種類により変わってよい。種類別の最低

容量はＦＩＡテクニカルリストNo.6に従うこと。 

13.2.4 ）作動の際、10秒以上30秒以内にわたって、消火装置は内容量の95％を一

定の圧力で放出しなければならない。 

    消火剤を収容した複数のコンテナが取り付けられていた場合は、それらは

同時に放出されなければならない。 

13.2.5 ）各圧力容器には、圧力をチェックする機能が備わっていなければなら

ない。これは、使用するAFFFの種類により変わってよい。ＦＩＡテクニカル

リストNo.6に従うこと。 

13.2.6 ）下記の情報が、消火剤が入っている各コンテナに記載されていなければ

ならない。 

   ａ）消火剤の種類 

   ｂ）消火剤の重量または容量 

   ｃ）容器の日付が検査されなければならず、消火剤を充填した日付から２年

を過ぎて使用してはならない。 

13.2.7 ）消火装置のすべての部品はサバイバルセル内に置かれなければならず、

すべての消火装置は耐火性でなければならない。いかなる場合でも、容器の 

取り付けは減速度25Ｇに耐え得るものでなければならない。 

13.2.8 ）車両の主要電気回路に故障が生じた場合でも、すべての消火システムを

作動させることができるならば、システム自体に動力源を有する放出起動シス

テムが許される。 

    ドライバーが安全ベルトを装着し、ステアリングホイールをつけ運転席に



38 

通常に 着座した状態で、消火システムを手動により起動させることができな

ければならず、外部起動システムは12.2.1）に規定されるサーキットブレー

カースイッチに組み込まれていなければならない 。 

それらは、最低線幅4mmで赤く縁取られた最低直径100mmの白色の円形内

に、最低高さ80mmで最低線幅8mmの“E”の文字を赤字で描いたマークで表示

されなければならない。 

12-1-8図 

12.1.9）装置は、どのような状態であっても、たとえ車両が転倒した場合でも作

動しなければならない。 

12.1.10）消火ノズルは使用する消火剤に適したものを用い、ドライバーに直接

向けられないよう取り付けられていなくてはならない。 

12.2 ）マスタースイッチ

12.2.1）ドライバーが、安全ベルトを装着し、ステアリングホイールをつけ運

転席に着座した状態で操作できる放電防止つきサーキットブレーカーを設け

なければならず、操作することによって、イグニッション、すべての燃料ポ

ンプおよびリアライトへの電気回路を遮断できなければならない。  

    このスイッチは、白い縁取りをした青の三角形の中に赤のスパークを描い

た標識で表示されていなければならない。 

通常に着座した状態で、消火システムを手動により起動させることができな

ければならない。さらに、外部起動システムは13.3.2）に規定されるサーキ

ットブレーカースイッチに組み込まれていなければならない。 

それらは、最低線幅４mmで赤く縁取られた最低直径100mmの白色の円形内

に、最低高さ80mmで最低線幅８mmの“E”の文字を赤字で描いたマークで表示

されなければならない。 

13.2.9 ）装置はどのような状態であっても、たとえ車両が転倒した場合でも作

動しなければならない。 

13.2.10 ）消火ノズルは使用する消火剤に適したものを用い、ドライバーに直接

向けられないよう取り付けられていなくてはならない。 

13.3 ）マスタースイッチ 

13.3.1 ）ドライバーが、安全ベルトを装着し、ステアリングホイールをつけ運

転席に着座した状態で操作できる放電防止つきサーキットブレーカーを操作

することによって、イグニッション、すべての燃料ポンプおよびリアライト

への電気回路を遮断できなければならない。 

    このスイッチはダッシュボード上に設けなければならず、白い縁取りをし

た青の三角形の中に赤のスパークを描いた標識で表示されていなければなら

ない。 

13.3.2 ）離れた場所からフックにより操作されることができる２つの水平ハン

ドルを持つ外部スイッチを設けなくてはならない。これらのハンドルは、車

両両側の主要ロールオーバー構造体の基部に設けられ、13.3.1）に記載のス

イッチと同じ機能を有していなければならない。 
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12.2.2）離れた場所からフックにより操作されることができる２つの水平ハンド

ルを持つ外部スイッチを設けなくてはならない。これらのハンドルは、車両

両側の主要ロールオーバー構造体の基部に設けられ、12.2.1）に記載のスイ

ッチと同じ機能を有していなければならない。 

12.3）後方視界用ミラー 

12.3.1）ドライバーが後方および車両の両側を見ることができるよう、車両の両

側に各々１つ以上のミラーを装備しなければならない。 

12.3.2）各ミラーの反射面の最小幅は150mmで、少なくともそれが縦50mmにわた

り維持され、各コーナーの半径は10mmを超えてはならない。 

各ミラーは、車両に装着した状態でそれらの全ての取り付け部も含み、平面

および前面に見て16,000mm2、側面に見て14,000mm2を超える面積を有してはな

らない。 

12.3.3）反射面のいかなる部分も車両の中心線から250mm以内にあってはならず、

かつコクピット入口の型板の後部から830mmを超える位置にあってはならない。

12.3.4）ドライバーは、下記の指示に従った方法によって、車両の後ろに据えら

れたボード上に、任意に表示される高さ150mm幅100mmの文字や数字の識別を要

  求されるものとする。  

   高さ：地表から400mm以上1,000mm以下  

   幅 ：車両の中心線のいずれかの側で2,000mm  

   位置：車両のリア車軸から10ｍ後方  

 12.4 ）安全ベルト

    ２本の肩部ストラップ、１本の腰部ストラップ、および２本の脚部ストラ

ップの装着が義務付けられる。これらのストラップは、車両に確実に固定さ

れ、ＦＩＡ基準8853/2016に合致していなければならない。 

12.5 ）リアライト

     すべての車両には競技中作動する赤色灯を装備しなければならない。 

この赤色灯は；  

‐ＦＩＡが特定したモデルであること。  

‐車両の中心線に対し90°の角度で後方に向けられていること。     

‐後方から明確に認知できること。  

‐車両の中心線から100mm以内に設置されていなければならない。  

‐基準面より上方210mm~370mm迄の位置に取り付けること。 

‐リアホイール中心線からレンズ表面までを基準面に平行に計測するときに、

13.4 ）後方視界用ミラー 

13.4.1 ）すべての車両には、ドライバーが後方および車両の両側を見ることが 

できるよう、車両の両側に各々１つ以上のミラーを装備しなければならない。

13.4.2 ）各ミラーの反射面の最小幅は150mmで、少なくともそれが縦50mmにわた

り維持されていなくてはならず、各コーナーの半径は10mmを超えてはならな

い。 

    各ミラーは、車両に装着した状態でそれらの全ての取り付け部も含み、平面

および前面に見て16,000mm2、側面に見て14,000mm2を超える面積を有してはな

らない。 

13.4.3 ）反射面のいかなる部分も車両の中心線から250mm以内にあってはならず、

かつコクピット入口の型板の後部から830mmを超える位置にあってはならない。

13.4.4 ）ドライバーは、下記の指示に従った方法によって、車両の後ろに据えら

れたボード上に、任意に表示される高さ150mm幅100mmの文字や数字の識別を要

求されるものとする。 

   高さ：地表から400mm以上1,000mm以下 

   幅 ：車両の中心線のいずれかの側で2,000mm 

   位置：車両のリア車軸から10m後方 

13.5 ）安全ベルト 

    ２本の肩部ストラップ、１本の腰部ストラップ、および２本の脚部ストラ

ップの装着が義務付けられる。これらのストラップは、車両に確実に固定さ

れ、ＦＩＡ基準8853/98に合致していなければならない。  

13.6 ）リアライト 

    すべての車両には競技会中作動する赤色灯を装備しなければならない。 

    この赤色灯は； 

‐ＦＩＡが特定したモデルであること。 

‐車両の中心線に対し90°の角度で後方に向けられていること。 

‐後方から明確に認知できること。 

‐車両の中心線から100mm以内に設置されていなければならない。 

‐基準面より上方300mm（+/-5mm）~375mm（+/-5mm）の位置に取り付けるこ

と。 

‐リアホイール中心線からレンズ表面までを基準面に平行に計測するときに、
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リアホイール中心線より800mm以上後ろに位置すること。  

‐車両に正常に着座したドライバーによって点灯できるものでなくてはなら

ない。  

‐操作スイッチを起動した時には、常時点滅すること。     

上記３つの測定はリアライト後面の中心で行われるものとする。  

12.6 ）コックピットパッド 

12.6.1）すべての車両には、FORMULA ONE Technical Regulations 2017 

Art14.6.1、～14.6.5に準拠する３つのドライバー頭部保護のパッドエリアが

装備されていなければならない。 

保護パッドは、車両供給者により供給される指定部品を必ず使用し、一切の

改造は認めない。 

パッドはいずれも、事故発生時にドライバーの頭部が押し付けられるあら

ゆる方向を想定し、万一フォームが完全に圧縮される部分があっても、ヘル

メットが車両の構造部分に触れることがないように取り付けなければならな

い。  

    さらに、レスキュー作業を考慮し、取り外し方法を明確に表示されていな

ければならない。  

12.6.2）追加のパッド 

ドライバーの快適性のみを目的として、本体ヘッドレストと同一の素材

（"Blue Foam" CONFOR CF45 或いはCF45M）の追加パッドを以下の寸法にてヘ

ッドレストに取り付けることが認められる。 

ヘルメット後方: 厚さは10mm以下とする。 

両側面:     厚さ20mm以下、最小寸法は直径100mm もしくは１辺が100mm

とする。 

12-6-2図 

リアホイール中心線より800mm以上後ろに位置すること。 

‐車両に正常に着座したドライバーによって点灯できるものでなくてはなら

ない。 

‐操作スイッチを起動した時には、常時点滅すること。 

    上記３つの測定はリアライト後面の中心で行われるものとする。 

13.7 ）コックピットパッド 

  13.7.1 ）すべての車両には、以下の基準を満たす３つのドライバー頭部保護の

パッドエリアが装備されなければならない。 

‐１つのパーツとして取り外せることが可能となっていること。 

‐ドライバーの頭部後方では２つの水平ペグで、また前方各部分では２つの

固定具を用いて配置され、工具を使わなくても簡単に取り外しができるこ

と。 

    前面各部の２つの固定具は、黄色による識別、あるいは矢印によりその所

在が明確に表示されていること。 

‐ＦＩＡが指定した材質CONFOR form CF42（Pink）またはCF45（Blue）で造

られていること。 

‐ドライバーの頭部が接触する可能性のある全ての領域にわたり、重量で50%

（±５%）の硬化樹脂含有量のある、60-240gsmの平織り構造の２積層アラ

ミド繊維／エポキシ樹脂複合基材プリプレグ材質により作られたカバーが

付いていること。 

‐事故による衝撃がドライバーの頭部に加わったときに、ドライバーのヘル

メットが最初に接触する場所であること。 

13.7.2 ）ドライバーの頭部を保護するパッドの１つはドライバーの後側に取り

付けられ、少なくとも40,000mm2以上の領域にわたりその厚さが75mm~90mmで

なければならない。 

    ドライバーの快適性のみを目的として必要であれば、厚みが10mm以下の追

加パッドをこのヘッドレストに取り付けることが出来るが、13.7.1）で指定

するパッドと同様の素材でできていることを条件とする。 

13.7.3 ）その他２つのドライバー頭部保護パッド域が、通常に着座した状態で

ドライバーのヘルメット（車両中心線上）の前端、後端、下端を通る２本の

垂直線と１本の水平線とサバイバルセルの上部表面で画定される領域になけ

ればならない。 

    各保護パッド領域は、車両を横から見て少なくとも30,000mm2の領域にわた

り厚さが95mm以上でなければならない。 

ヘルメット後方のパット
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12.6.3）保護パッドエリアのいかなる部分も、ドライバーが通常に着座した状態

で車両の上から直接見たときに、ドライバーのヘルメットからの視界を一切

妨げてはならない。 

12.6.4）事故時の足のけがを最小限に抑えるため、ドライバーの足の両側や上には

FORMULAONE Technical Regulations 2017 Art14.6.7に準拠したパッドを取

り付けなければならない。 

    この最小肉厚はサバイバルセルの上端についてその全長にわたり維持され

る。最小肉厚は車両中心線に垂直に評価されるが、それらの上部内側端に沿

って最大10mmの湾曲を適用することができる。 

    ドライバーの快適性のみを目的として追加のパッドをこの側方ヘッドレス

トに取り付けることが認められるが、13.7.1）で指定するパッドと同様の素

材が使用され、表面の摩擦抵抗が低く、本体ヘッドレストと同様の素材でで

きており、救急オフィシャルが工具を使用することなく容易に取り外しが可

能であること。 

13.7.4 ）側方保護パッドエリアの前方に、コクピットパッド接続部をコックピ

ットリムの両側に備えなければならない。これは、斜め前方の衝撃を受けた

場合にもドライバーの頭部を十分に保護できることを目的とするものであ

る。したがって、このパッドも他の３箇所の保護パッドエリアと同じ材質で

できていなければならない。 

    この場合、次の条件を満たさなければならない。 

‐車両の中心線に対して対称に、かつ両側のパッドに続けて取り付けるこ

と。 

‐全長にわたりその上面が少なくともサバイバルセルと同じ高さになるこ

と。 

‐上部内側の端部は半径10mm以内の丸みをおびていること。 

‐この２つのパッド間の距離が320mm以上となるような位置にあること。 

‐ドライバーの乗り心地の良さを損なわない範囲でできる限り実用的とする

こと。 

13.7.5 ）上記のパッドはいずれも、事故発生時にドライバーの頭部が押し付け

られるあらゆる方向を想定し、万一フォームが完全に圧縮される部分があっ

ても、ヘルメットが車両の構造部分に触れることがないように取り付けなけ

ればならない。 

    さらに、レスキュークルーのことを考え、上記のパッドはすべてＦＩＡ承

認のシステムにより取り付けなければならない。取り外し方法も明確に表示

されていなければならない。 

13.7.6 ）保護パッドエリアのいかなる部分も、ドライバーが通常に着座した状

態で車両の上から直接見たときに、ドライバーのヘルメットからの視界を一

切妨げてはならない。 

13.7.7 ）事故時の足のけがを最小限に抑えるため、ドライバーの足の両側や上

にもパッドを取り付けなければならない。 

    これらの場所に取り付けるパッドは、次の条件を満たしていなければなら
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12.7) シートの固定 および取り外し   

12.7.1）事故によりドライバーが怪我をした場合に、座席ごと車両から救出できる

ようにするために、車両にシートを取り付けるときは２本以下のボルトにより固

定できなければならない。 

ボルトを使用する場合は、次の指示に従わなければならない。 

‐レスキュークルーがすぐにわかり、簡単に取り外せるようにすること。  

‐垂直に取り付けること。  

‐すべてのレスキュークルーに配付されている全チームに共通の工具で取り外

しが可能であること。  

‐ボルトは、黄色による識別、あるいは矢印によりその所在が明確に表示され

ていること。 

12.7.2）シートには、ドライバーを安全に固定するためのベルトを取り付ける 

ことができ、ネックサポートの取り付けが可能なベルトガイドが装備されて

いなければならない。  

   - ＦＩＡレスキューパック内に装備されている頭部安定化装置の受け側スロ

ットの入口断面は、黄色による識別、あるいは矢印によりその所在が明確に 

表示されていなければならない 。  

  12.7.3）シートは、シートベルトのどの部分をも切断したりすることなく、取 

り外せなければならない。  

   上述の工具、ベルトガイドおよびネックサポートに関する詳細は、ＦＩＡ

発行の次の資料に記述されている 。  

    「RECOMMENDED SPECIFICATION FOR EXTRACTABLE SEATS IN SINGLE SEATER AND 

SPORTS CARS Version301-20-2005」 

12.8) サーキット上での停止車両の撤去を速やかに行うため、主要ロールオーバ

ー構造体には車両を持ち上げるためのストラップが通せ、それらが落下しない

ような構造で確認が容易で遮るもののない断面60mm×30mmの開口部を装備し

なければならない。  

ない。 

‐ＦＩＡが指定した材質CONFOR form CF42（Pink）またはCF45（Blue）で造

られていること。 

‐全領域にわたり厚さが25mm以上であること。 

‐第２ロール構造体試験が実施された地点の中心から後方50mmの地点と、第

12-4図に示す作動していない状態のペダルの最後端から100mm後方の地点ま

での間に位置する領域を覆っていなければならない。 

‐第12-3図のA-A線より上方の領域を覆っていなければならない。 

13.8 ）シートの固定および取り外し 

13.8.1 ）事故によりドライバーが怪我をした場合に、座席ごと車両から救出で

きるようにするため、車両にシートを取り付けるときはボルトを３本以上使

用しないものとする。 

ボルトを使用する場合は、次の指示に従わなければならない。 

‐レスキュークルーがすぐにわかり、簡単に取り外せるようにすること。 

‐垂直に取り付けること。 

‐すべてのレスキュークルーに配付されている全チームに共通の工具で取り

外しが可能であること。 

‐ボルトは、黄色による識別、あるいは矢印によりその所在が明確に表示さ

れていること。 

 13.8.2 ）シートには、ドライバーを安全に固定するためのベルトを取り付ける

ことができ、ネックサポートの取り付けが可能なベルトガイドが装備されて

いなければならない。 

‐ＦＩＡレスキューパック内に装備されている頭部安定化装置の受け側スロ

ットの入口断面は、黄色による識別、あるいは矢印によりその所在が明確に

表示されていなければならない。 

13.8.3 ）シートは、シートベルトのどの部分をも切断したりすることなく、取

り外せなければならない。 

    上述の工具、ベルトガイドおよびネックサポートに関する詳細は、ＦＩＡ

発行の次の資料に記述されている。 

  「RECOMMENDED SPECIFICATION FOR EXTRACTABLE SEATS IN SINGLE SEATER AND 

SPORTS CARS Version 3 01-20-2005」 
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開口部は、赤色または黄色の矢印でその所在が示されていなければならない。 

12-8図 

12.13）頭部および頸部の保護装置 

   12.13.1）ＦＩＡテクニカルリストNo.29に従ったものであること。 

   12.13.2）ドライバーが通常に着座した状態において、いかなる車両の構造部分

からも25mm未満であってはならない。 

12.14)安全装置におけるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更は、以下が

認められる。 

1）消火装置  

2）後方視界用ミラー 

但し、車体への当初の取り付け位置を維持しなければならない。  

3）安全ベルト  

4）リムーバブルシート  

但し、改造、取り付けおよび変更後も 12.1）、12.3）、12.4）、および 12.7）

を満足していなければならない。 

第 13 条 車両の構造

 FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art 車両構造 

5.1),15.1.1),15.1.2)規則に準拠し以下を適用する。 

ただし、車両構造に許される材質に以下の使用が認められる。 

Poly(p-phenylenediamine terephthalamidee) fibers (e.g.“Dyneema”)  

13.1）サバイバルセルまたはノーズボックスの一切の修理は、製造者によって認

可された修理工場で、製造者の仕様書に従って行われなければならない。 

13.2）テクニカルパスポートが完全に整うまでは、車両は別の競技で使用されて

13.9 ）頭部および頸部の保護装置 

13.9.1 ）ＦＩＡテクニカルリストNo.29に従ったものであること。 

13.9.2 ）ドライバーが通常に着座した状態において、いかなる車両の構造部分

からも25mm未満であってはならない。 

13.1 ）許されるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更 

   1） 消火装置 

   2） 後方視界用ミラー 

   3） 後方視界用ミラーの位置 

     車体への当初の取り付け位置を維持しなければならない。 

   4） 安全ベルト 

   5） リムーバブルシート 

    改造、取り付けおよび変更後も13.2）、13.4）、13.5）、および13.8）を

満足していなければならない。 

第 14 条 車両の構造 

14.1 ）材 質 

14.1.1 ）厚さ３mmに満たないマグネシウムシートの使用は禁止される。 

14.1.2 ）複合構造内におけるすべての繊維性強化材質の破損に至る歪みが1.5％

以下であってはならない。 

14.1.3 ）サバイバルセルまたはノーズボックスの一切の修理は、製造者によって

認可された修理工場で、製造者の仕様書に従って行われなければならない。 

14.1.4 ）テクニカルパスポートが完全に整うまでは、車両は別の競技で使用され
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はならない。 

13.3) トランスポンダーの位置 

  トランスポンダーは13-3図に示す位置になければならない。 

13-3図 

13.4）ロール構造体   

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art15 車両構造15.2)ロール構造

体15.2.1)～15.2.5),規則に準拠する。 

ヘルメット上部が主要構造とサブの第2構造上部の間に引かれた線より最低

70 mm下にあること。

13－4図 

てはならない。 

14.2 ）ロール構造体 

14.2.1 ）すべての車両は、車両が転倒した場合にドライバーを防護する２つの

ロール構造体を備えなければならない。 

主要ロール構造体は、コクピット入口の型板の後方30mmの地点で、基準面の

少なくとも940mm上方に位置していなければならない。 

    第２ロール構造体は、ステアリングホイールの前方になければならない

が、どの位置にあってもステアリングホイールリムの周縁の頂点前方250mm以

上にあってはならない。 

    ２つのロール構造体は、ドライバーのヘルメットとステアリングホイール

が主要ロール構造体の頂点と第２ロール構造体の頂点とを結ぶ線からそれぞ

れ少なくとも70mmと50mm下方に常に位置するよう、十分な高さを有していな

ければならない。 

14.2.2 ）主要ロール構造体は、16.2）に説明されている静荷重試験に合格しな

ければならない。 

    さらに、車両製造者は、縦の構成部品が前方方向に利用された場合にも同

じ負荷に耐え得ることを明確に示した計算詳細を提供しなければならない。 

14.2.3 ）第２ロール構造体は、16.3）に説明されている静荷重試験に合格しな

ければならない。 

14.2.4 ）主要ロール構造体および第２ロール構造体共に、垂直投影面で、各ロ

ール構造体の最高点から50mm低いところを通過する水平面を交差して、最低

面積10,000mm2の構造的断面積を有していなければならない。 

70mm 第 2 構造体

主要構造体
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13.5）ドライバーの後部の構造体 

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art15.3) 規則に準拠する。 

13.6）サバイバルセルの仕様 

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art15.4) サバイバルセル仕様

15.4.1)～15.4.8)規則に準拠し以下を適用する。 

13.6.1) サバイバルセルの前に設置される衝撃構造体は 

a) 車両中心線に垂直に、その最前端の後方 50mm の点で 6,000mm²を超える単一

の外部垂直断面積を有していなければならない。この横断面のいかなる部分

も基準面の上方 135mm 未満となることはできず、その全幅は 140mm を超えて

はならない。 

b) 車両中心線に対して垂直に、その最前端後方 150mm の点で 19,000mm²を超

える単一の外部垂直断面積を有していなければならない。この断面の全幅は

330mm を超えてはならない。 

13.6.2) FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art 15.4.7に規定されるサバ

イバルセルに恒久的に取り付けられなければならないパネルは、当該規定と同

等以上の強度を維持する材料を使用する場合に限り3.0mm以上の厚みが確保さ

れ、 前後方向におけるB-B線と2-6-1図に示されるa-b-c線後方との間の領域を

（a-b-c線に垂直に計測した時に）覆う場合も認められる。 

13.6.3) FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art 15.4.7 c) に規定される

材質と同等の性能を持つ18層のカーボン製Dyneemaを使用することが出来る。

また、同15.4.8 e) に規定される材質と同等の性能を持つ9層のカーボン製

Dyneemaを使用することが出来る。 

14.3 ）ドライバーの後部の構造体

    ドライバーの直後にあり、コックピットを燃料タンクから離し、車両中心

線から150mm未満の位置にあるサバイバルセルの部品は、第12-2図に示される

a-b-c-d-e線よりも前方に位置してはならない。 

    この構造体の一体性を確認するために、サバイバルセルは、車両中心線に

対して直角に配置された堅牢な垂直バリアに衝突させる試験に合格しなけれ

ばならない。試験手順の詳細は、第15条２）に記載されている。 

14.4 ）サバイバルセルの仕様 

  14.4.1 ）全てのサバイバルセルは、その識別を目的とするＦＩＡが承認した３

つのトランスポンダーを組み込まなければならない。 

    ３つのトランスポンダーはサバイバルセルの恒久的部品とされ、第12-6図

に従い配置され、常に確認検査がしやすい状態でなければならない。 

14.4.2 ）サバイバルセルはドライバー用に少なくとも12.2）に規定する開口部

を有していなければならない。サバイバルセルの他のすべての開口部は、機

械構成要素に接するための必要最小限の大きさでなければならない。 

14.4.3 ）サバイバルセルの前には１つの衝撃吸収構造体を備えなければならな

い。この構造体はサバイバルセルの一体構造である必要はないが、サバイバ

ルセルにしっかりと取り付けられていなければならない。 

    水平投影面上で、その最前端の後方50mmの点で最低でも9,000mm2の外部断

面積を有していなければならず、さらに、この点において取られた断面積の

いかなる部分も基準面の上方500mmを越えることはできない。 

14.4.4 ）第12-5図について 

    B-B線とC-C線の間のサバイバルセル外側の幅は、最小450mmでなければなら

ず、側部は片側が少なくとも60mmで、コックピットの開き口の内側に垂直に

計測してコックピット開口部より広くなければならない。これら最小寸法は

少なくとも350mmの高さに渡り維持されなければならない。 

    サバイバルセルの幅はB-B線前方で逓減することができるが、その場合A-A

線のところで最低300mmの幅となるまで線形率で逓減する平面よりも車両中心

線に近い外側表面があってはならない。 

    最小幅は車両中心線に左右対称に配置され、B-B線のところで最小高400mm

が、A-A線のところでは275mmが維持されなければならない。 

    A-A線とB-B線の間のいかなる点の高さも、これら２つの断面の間で線形逓

減によって決められる高さより下回ってはならない。 

    サバイバルセルの外側の最小断面積を評価する場合には、B-B線のところで

半径50mmを有すること、およびA-A線の地点で25mmとなるまで線形率での逓減
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が容認される。 

    許される半径の適用後、A-A線とB-B線の間のサバイバルセル外部断面は、

それぞれの最低幅に渡って、A-A線の地点で225mmの最低高となるまで線形率

で逓減され、B-B線の地点で最低300mmの高さを有していなければならない。 

    A-A線とB-B線の間のサバイバルセルの最小高は、当該区間の水平中心線に

ついて左右対称である必要はないが、その幅全体にわたって維持されなけれ

ばならない。 

    B-B線およびC-C線間のサバイバルセル最小幅は550mmとする。 

14.4.5 ）12.2.1）で説明されている試験が実施され、型板をその下端が基準面

の上方に高さ525mmの位置になるように設置したとき、サバイバルセルは、車

両のどちら側から見てもどの部分も見えないような形状でなければならな

い。 

    ドライバーのヘルメットの両側にそれぞれ位置するサバイバルセルの部品

は、550mm以上離れていてはならない。 

    ドライバーの頭部が過度に突き出すことのないよう、また、横方向の視界

を良好に維持するために、ドライバーが通常に着座し、頭部を可能な限り後

方にして真っ直ぐ前を見た時、ドライバーの目は車両の横から見て見えなけ

ればならない。この時、ドライバーの頭部の重心は、耳の中心を通る垂直線

と目の中心を通る水平線の交差する点と見なされる。 

14.4.6 ）側面からの衝撃を受けた際にドライバーを保護する性能を高めるため

に、サバイバルセルの側部を想定した均一構造の平らな試験パネルを設計お

よび構築し、これを強度試験に合格させなければならない。試験手順は

17.6）において説明される。 

    第12-5図に基づき、局部的な補強および／またはインサートを除き、サバ

イバルセルの部品で、14.4.4）に示す最小幅と同じかそれより幅の広い部品

はすべて（丸みをおびている部分も含まれる）、17.6）において試験を実施

されるパネルと同じ仕様で造られなければならない。さらに、この試験を受

けた仕様の部分は以下の領域を覆っていなければならない。 

‐A-A線のところで、少なくとも250mmの高さより開始され、 

‐B-B線のところで、少なくとも高さが400mmとなるまで線形率で逓減し、さ

らにその高さでサバイバルセルの後部にまで維持され、 

‐B-B線とサバイバルセルの後部との間では基準面上100mm以上の領域。 

14.4.7 ）14.4.4）、14.4.6）、14.5.1）、14.5.2）、14.5.4）、14.5.5）、

15.1）、15.2）、15.3）、16.1）、16.2）、16.3）、17.1）、17.2）、

17.3）、17.4）、17.5）、17.6）および17.8）の条件が一旦満たされたな
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13.7）サバイバルセルの安全要件  

FORMULA ONE Technical Regulations 2017Art15.5) サバイバルセル安全要

件15.5.1)～15.5.5)規則に準拠する。 

ら、厚みが6.2mm以上のパネルをサバイバルセル側に恒久的に取り付けなくて

はならない。 

    これらのパネルは 

   1） 前後方向については、コックピット入り口型板の前方125mmに位置する垂

直面とその型板の後方50mmに位置する垂直面の間の領域を覆うものでなけ

ればならない。 

     両端に水平な50mm線形逓減部を含むことができる。 

   2） 垂直方向については、14.4.6）および17.6）に従って構築された領域を

覆っていなければならない。 

     これは、14.4.4）により認められた半径が許可される最小シャシー幅に

ついては適用されない。 

   3） 16層ザイロンと２層カーボンにより、レイアップ製法に従って製作され

ていなければならない。 

     詳細は、ＦＩＡ発行の「Specification for 2008 Secondary Side 

Intrusion Panel（Final Version 1.0）」に記載されている。 

   4） パネル表面全体に適切な接着剤を用いてサバイバルセルに恒久的に貼り

付けなければならない。 

    側方衝撃吸収体周囲への取り付け、配線用の孔および必要な取り付け具の

ため、片側で合計25,000mm2の切抜き部をこれらのパネルに設けることができ

る。 

14.5 ）サバイバルセルの安全要件 

14.5.1 ）サバイバルセルおよび前部衝撃吸収構造体は、車両の中心線に対して

垂直に置かれた固定障壁への衝突試験に合格しなければならない。その試験

手順は15.2）に定められている。 

14.5.2 ）前部ロール構造体と後部ロール構造体の間では、サバイバルセルの各

側面に衝撃吸収構造体が備わっていなければならず、しっかりと固定されて

いなければならない。 

    これらの構造体の目的は、側方からの衝撃に対しドライバーを保護するこ

と、またその保護を実際確実なものとするために、ドライバーの着席位置付

近の側面強度試験を成功させなければならない。試験手順は、17.2）に記載

されている。 

    サバイバルセルならびに衝撃吸収構造体の１つは衝突試験に合格しなけれ

ばならない。 

    その試験手順は、15.3）に定められている。これらの構造体が車両中心線

に対し左右対称になるように設計され、取り付けが為されていない場合は、
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第 14 条 衝突試験

14.1）すべての衝突試験に適用される条件  

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art16.1) すべての衝突試験に適

用される条件16.1.1)～46.1.2)規則に準拠する。 

そのそれぞれの構造体の試験を成功させなければならない。 

14.5.3 ）衝撃吸収構造体１つを、車両中心線について対称に、その最後端面領

域の中心が基準面上方300mm（±５mm）となり、リアホイールの中心線から

575mm以上になるよう、ギアボックス後方に装着しなければならない。 

    衝撃吸収構造体の最後端面は、幅100mm以上の長方形でなければならない。

また、この最小幅は少なくとも130mm以上の高さにわたって維持されなければ

ならず、各角部には10mm以上の丸みをつけることができる。 

    後面とリアホイール中心線の間では、このように定められた領域の寸法を

減少させることはできず、許可された丸みを除き、下から見える構造体ある

いはギアボックスのいかなる部分も後面の下端より高くすることはできな

い。構造体の範囲内で最小サイズのポケットが、サスペンション部材の固定

の目的だけのために認められる。 

    この構造体は衝突試験に合格しなければならず、使用中の温度に対して著

しい影響を受けない素材で製作されなければならない。試験手順は、15.4）

に定められている。 

14.5.4 ）サバイバルセルは、下記の５種類の静荷重試験をそれぞれ受けなけれ

ばならない。 

   １）燃料タンク部の中心を通過する垂直面に対する試験 

   ２）内部の取り付け具を中心に旋回したときに、最前部のフロントホイール

テザーの外端がサバイバルセルと接触する最後部の地点を通過する垂直面

に対する試験 

   ３）コクピット入口の型板の後端の前方375mmの位置の垂直面に対する試験 

   ４）燃料タンクの真下からの試験 

   ５）コクピットの開口部の各側面に対する試験 

    各々の試験手順は17.2）~17.4）において説明される。 

14.5.5 ）前部、側部および後部衝撃吸収構造体のサバイバルセルへの取り付け

部に対する試験として、静側面荷重試験が行われなければならない。試験手

順は17.5）、17.7）、17.8）において説明される。 

第 15 条 衝突試験 

15.1 ）すべての衝突試験に適用される条件 

15.1.1 ）すべての試験は、ＦＩＡが公認（ＦＩＡテクニカルリストNo.４）した

テストハウスにおいて、ＦＩＡ試験手順01/00に従って、ＦＩＡが承認した測

定機器を使用して実行されなければならない。 

15.1.2 ）試験を受けた構造体に大規模な改造が施された場合には、再試験を実

施しそれに合格しなければならない。 
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14.2）前部試験-１ 

FORMULA ONE Technical Regulations 2016 Art16.2) 前部試験１規則に準拠

する。 

 14.3) 前部試験-2 

FORMULA ONE Technical Regulations 2016 Art16.3) 前部試験2規則に準拠す

る。 

15.1.3 ）基準のサバイバルセルは衝突試験実施前に、14.2）、14.5.4）、

14.5.5）に記載されるすべての静荷重試験に合格しなければならない。 

15.2 ）前部の試験－１ 

    試験の結果に影響を及ぼす可能性のあるすべての部品は、エンジン取り付

け点で台車に確実に固定し試験構造体に取り付けられなければならない。こ

れにより衝撃強度が増すことがないように取り付けられる。 

    燃料タンクは水で満たされた上、取り付けられなければならない。 

    最低75kgの重量のダミーが、13.5）で説明されている安全ベルトを締めた

状態で取り付けられなければならない。ただし、安全ベルトを外した状態で

は、ダミーはコクピット内で前方向に自由に移動できるようにしておかなく

てはならない。 

    13.2）に定められる消火装置も取り付けられていなければならない。 

    この試験の目的上、台車と試供構造体の総重量は780kg（+1% /-0）とし、

衝突速度は15.0m/s以上とする。 

    試験構造体の抵抗力は、衝撃時に以下が達成できるものでなければならな

い。 

   1） 最初の150mmの変形を起こす間の平均減速度は10Ｇを超えないこと。 

   2） 最初の60KJエネルギー吸収を起こす減速度は20Gを超えない。 

   3） 台車の平均減速度は40Ｇを超えないこと。 

   4） ダミーの胸部に与えられる減速ピークが累積３msを超える間60Ｇを超え

ないこと。 

   5） さらに、サバイバルセル、安全ベルトまたは消火装置の取り付け部に、

何ら損傷があってはならない。 

    この試験は、17.2）~17.4）で説明されている試験を受けるサバイバルセ

ルと、17.5）に説明されている試験を受けるものと同一の前部衝撃吸収構造

体に対して、実行されなければならない。 

15.3 ）側方試験 

    試験の結果に影響を及ぼす可能性の大きい部品はすべて、地面にしっかり

と固定された試供構造体に取り付け、重量780kg（+1%/-0）の固形物質を

10m/s以上の速度でそれに衝突させる。 

    試験に使用する物体は次の条件を満たさなければならない。 

   1） ＦＩＡ指定のインパクターアセンブリをＦＩＡの指示通りに取り付ける

こと。 

   2） コクピット開口部の型板の後端の前方500mm（±３mm）の地点および基準

面から高さ300mm（±25mm）の位置で構造体に中心部分が当るような配置に
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14.4）後部試験

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art16.4) 後部試験１規則に準拠 

する。 

すること。 

    試験中、衝突させる物体がいかなる軸においても回転することは許されな

いが、試験対象となる部品の衝撃抵抗を強化することがなければ、サバイバ

ルセルを支えることは許される。衝撃の軸は車両の中心線に対して垂直、地

面に対して平行でなければならない。 

    試験構造体の抵抗力は、衝撃を受けている間は、以下の通りでなければな

らない。 

   3） 衝撃の方向で測定した物体の平均減速度は20Ｇを超えないこと。 

   4）４つのインパクターセグメントのいずれか１つに適用する力は累積３msを

超える間80kNを超えないこと。 

   5）４つのインパクターセグメントそれぞれに吸収されるエネルギーは総エネ

ルギー吸収の15％~35％の範囲であること。 

   6） さらに、構造的な損傷はすべて衝撃吸収構造体内に収まらなくてはなら

ない。 

    この試験は、17.2）~17.4）で説明される試験を受けるサバイバルセルで

実施するものとする。また、17.8） で説明されている試験を受ける側方衝撃

吸収構造体（複数）に対して行われなければならない。 

15.4 ）後部試験 

    エンジンの後部面より後方に取り付けられ、試験結果に実質的影響を与え

る可能性のある部品は全て、試験構造体に装着しなければならない。 

    サスペンションメンバーが構造体に搭載されることになっている場合は、

試験時にも取り付けられなければならない。 

    構造体とギアボックスは地面にしっかりと固定しなければならず、それに

向けて質量780kg（+1%/-0）の固形物体を11m/s以上の速度でそれに衝突させ

る。 

    試験に使用する物体は、平らで、寸法が幅450mm（±３mm）、高さ550mm

（±３mm）でなければならない。すべての縁部は半径10mmの丸みを帯びてい

てもよい。この下端部は車両の基準面と同じ高さ（±３mm）になるように位

置させ、車両の中心線に対して垂直に90°の角度で構造体に衝突するように

配置しなければならない。 

    試験中、衝突させる物体がいかなる軸においても回転することは許されな

いが、衝突構造体は試験対象部品の衝撃抵抗を高めない限り、どのような方

法で固定してもよい。 

    試験構造体の抵抗力は、衝突時に以下が達成できるものでなければならな

い。 
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14.5）ステアリングコラムの試験

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art16.5) ステアリングコラム

試験規則に準拠する。

第 15 条 ロール構造体の試験 

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art17.1) ロール構造体試験 

17.1)～17.1.4) 規則に準拠する。 

   1）最初の225mmの変形を起こす減速度は20Gを超えない。 

   2）最大減速度は、累積15msを超える間20Ｇを超えないこと。これは、衝撃方

向でのみ測定されること。 

   3） さらに、構造的な損傷はすべてリアホイール中心線の後方の領域に収ま

らなくてはならない。 

    この試験は、17.7）で説明されている試験対象となった後部衝撃吸収構造

体について実施されなければならない。 

15.5 ）ステアリングコラムの試験 

    9.6.3）で触れられている部品、およびその他試験結果に実質的影響を与え

る可能性のある部品は、全て試験構造体に装着しなければならない。試験結

果に影響を及ぼす可能性のある部品もまた、取り付けられていなければなら

ない。試験構造体は地面に固定されていなければならず、質量8kg（+1%/-0）

の固形物体を７m/s以上の速度でそれに衝突させる。 

    この試験に使用される物体は直径165mm（+/- 1mm）の半球形のものでなけ

ればならない。 

    この試験では半球体の中心が、ステアリングコラムの主要部と同じ軸に沿

ったステアリングホイールの中心で、構造体を打撃するように衝突させなけ

ればならない。 

    試験中、衝突させる物体がいかなる軸においても回転することは許されな

いが、試験対象となる部品の衝撃抵抗を強化することがなければ、試供構造

体を支えることは許される。 

    試供構造体の抵抗力は、衝突を与えられている間、物体の減速ピークが累

積３msを超える間80Ｇを超過しないような抵抗力を有していなければならな

い。これは衝突方向でのみ測定されること。 

    試験後も、実変形はすべてステアリングコラム内に収まらなければなら

ず、ステアリングホイールのクイックリリース機構が正常に機能していなけ

ればならない。 

第 16 条 ロール構造体の試験 

16.1 ）両ロール構造体の試験に適用される条件 

16.1.1 ）３mm厚のゴムを荷重パッドとロール構造体の間に使用することが許さ

れる。 

16.1.2 ）両方の最高荷重の適用は３分未満としなければならず、10秒間維持さ

れなければならない。 

16.1.3 ）荷重が加わった際、その変形は荷重軸に沿って計測して、50mm未満で
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15.1）主要ロール構造体試験 

  FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art17.2) 主要ロール構造体試験 

 規則に準拠する。 

15.2）第２ロール構造体試験

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art17.3)第2ロール構造体試験規

則に準拠する。 

第 16 条 静荷重試験

16.1）すべての静的試験に適用される条件   

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art18.1) すべての静的試験に適

用される条件 18.1)～18.1.8) 規則に準拠する。 

なければならず、構造な破損は垂直に測定してロールオーバー構造体の頂点

の下100mmまでに制限される。 

16.1.4 ）試験を受けた構造体に大規模な改造が施された場合には、改造部分に

さらに試験を受けることが求められる。 

16.2 ）主要ロール構造体試験

    横方向の50kN、縦方向の60kN（後方方向）、垂直方向の90kNに相当する荷

重が、荷重軸に垂直に固定された直径200mmの平坦な堅いパッドを通して、構

造体の頂上部に加えられなければならない。 

    この試験の間ロール構造体は、その下部を平面に支えられ、エンジン取り

付け部を通じて固定され、17.2）に記述された静荷重試験パッドのいずれか

により側面をくさび止めされたサバイバルセルに取り付けられていなければ

ならない。 

16.3 ）第２ロール構造体試験 

    垂直方向の75kNの荷重が、荷重軸に垂直に固定された直径100mmの平坦な堅

いパッドを通して、構造体の頂上部に加えられなければならない。 

    試験中、ロール構造体は、平らな水平面に固定されたサバイバルセルに取

り付けられなければならない。 

第 17 条 静荷重試験 

 17.1 ）すべての静的試験に適用される条件 

17.1.1 ）15.2）に記載された衝突試験の対象となるサバイバルセルに、

17.2）、17.3）、17.4）、17.5）および17.8.2）に記載された静荷重試験を

行わなくてはならない。 

17.1.2 ）歪みと変形は、円形の負荷パッド域の中心および、方形のパッドの頂

点で計測されることとする。 

17.1.3 ）すべての最高荷重は３分未満、ボールジョイント継手を介して、パッ

ド部の中心に加えられ、それは最低30秒間持続しなければならない。 

17.1.4 ）17.2）、17.3）および17.4）に説明される試験の後では、荷重を除い

て１分経過してからの恒久的変形は、1.0mm（17.3）では0.5mm）未満でなけ

ればならない。 

17.1.5 ）すべての試験は、ＦＩＡが承認した測定機器を使用して実施されなけ

ればならない。 

17.1.6 ）すべての荷重パッドの端部は最大半径３mmの丸みをもたせることがで

き、３mm厚のゴムを荷重パッドと試供構造体の間に置くことができる。 

17.1.7 ）重量が、15.2）、15.3）に記述されている衝突試験を受けるものか

ら、５％を超えて異なる場合、さらに前部および側方衝突試験とロール構造
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16.2) サバイバルセル側方試験 

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art18.2) サバイバルセル側方試

験 18.2.1)～18.2.2) 規則に準拠する。 

16.3）燃料タンク床試験

FORMULA ONE Technical Regulations 2016 Art18.3) 燃料タンク床試験 規

則に準拠する。

16.4）コクピット床試験 

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art18.4) コクピット床試験規則

に準拠する。 

16.5) コクピットリム試験

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art18.5) コクピットリム床試験

規則に準拠する。 

体試験が行われなければならない。 

17.1.8 ）試験を受けた構造体に大規模な改造が施された場合には、改造部分に

対する再試験を実施しそれに合格しなければならない。 

17.2 ）サバイバルセルの側方試験

17.2.1 ）14.5.4）に記述されている試験１の試験荷重を加えるパッドは、長さ

100mm高さ300mmで、サバイバルセルの形状に添うものとする。そのパッドは

サバイバルセルの最外側面で、パッドの下端をサバイバルセルの最下部に合

わせた位置としなければならない。 

    水平横方向の25.0kNの一定荷重が加えられるとき、サバイバルセルの内部

または外部表面に構造的欠陥が生じてはならない。 

17.2.2 ）14.5.4）に記述されている試験２では、サバイバルセルの形状に一致

する直径200mmのパッドをサバイバルセルの両側の最外側面に対して設置しな

ければならない。 

    パッド部の中心が上記の面および、構造体の高さの中間点を通過していな

ければならない。 

    水平横方向の30.0kNの一定荷重が加えられるとき、サバイバルセルの内部

または外部表面に構造的欠陥が生じてはならず、歪みの総計が15mmを超えて

はならない。 

17.2.3 ）14.5.4）に記述されている試験３では、サバイバルセルの両側の最外

側面に対して、サバイバルセルの形状に沿う直径200mmのパッドを設置しなけ

ればならない。パッドの中央は基準面の上方350mmに位置し、14.5.4）に言及

されている垂直面上になければならない。 

    水平横方向の30.0kNの一定荷重が加えられるとき、サバイバルセルの内部

または外部表面に構造的欠陥が生じてはならず、歪みの総計が15mm以下でな

ければならない。 

17.3 ）燃料タンク床試験 

    直径200mmのパッドが燃料タンク床域の中心に置かれ、垂直上方に12.5kNの

荷重が加えられる。 

    この負荷が加えられた結果、サバイバルのセルの内部または外部に構造的

欠陥が生じてはならない。   

17.4 ）コクピットリム試験 

    直径100mmの２つのパッドを、その上端をコクピット側面の最高点と同じ高

さにし、その中心をコクピット開口部の型板の後端より250mm前方に位置する
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16.6）ノーズ部プッシュオフ試験 

FORMULA ONE Technical Regulations 2016 Art18.6) ノーズ部のプッシュオ

フ試験 規則に準拠する。 

16.7）側方貫通試験   

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art18.7) 側方貫通試験18.7.1)

～18.7.2) 規則に準拠する。 

16.8）後部衝撃吸収構造体プッシュオフ試験   

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art18.8) 後部衝撃吸収構造体プ

ッシュオフ試験 規則に準拠する。 

ように、コクピットリムの両側に取り付けなければならない。 

    水平横方向の15.0kNの一定荷重が90°の角度で車両の中心線に加えられる

間、サバイバルセルの内部または外部表面に構造的欠陥が生じてはならず、

歪みの総計が20mmを超えてはならない。 

17.5 ）ノーズ部プッシュオフ試験 

    試験中は、サバイバルセルは平坦な面に設置され、試験対象となる取り付

け部の強度を増すことのない方法により、堅固に固定されていなければなら

ない。 

    フロントホイールの車軸から550mm離れた地点で、17.2.1）の横方向の試験

で使用されるものと同一のパッドを使用して、衝撃吸収構造体の片側に水平

横方向の40.0kNの一定荷重を加えることとする。 

    パッド部の中心は上記の面および、構造体の高さの中間点を通過していな

ければならない。30秒間荷重を加えた後に、構造体または、構造体とサバイ

バルセルの取り付け部に欠陥が生じていてはならない。 

17.6 ）側方貫通試験 

17.6.1 ）この試験は、ＦＩＡ試験手順02/00に従って、ＦＩＡが承認した測定機

器を使って実行されなければならない。 

    試験の手順詳細は、2013ＦＩＡフォーミュラ１技術規則付則に記載されて

いる。 

17.6.2 ）試験パネルの寸法は500mm×500mmでなければならない。堅い円錐台を

２mm（±１mm）／秒の速度で、パネルの中心を通じ、変位が150mmを超えるま

で、この試験パネルの中心に貫通させる。 

    最初の100mmの変位が生じている間、試験荷重は250kNを超えていなければ

ならず、エネルギー吸収性は6,000Ｊを超えていなければならない。これらの

要件が満たされる前に、取り付け物に損傷を生じること、または境界部分に

系統だった損傷を生じることがあってはならない。 

17.7 ）後部衝撃吸収構造体プッシュオフ試験 

17.7.1 ）試験中は、ギアボックスと後部衝撃吸収構造体は水平な面にしっかり

と固定されていなければならない。試験対象となる取り付け部の強度を増す

ことのない方法により、堅固に固定されていなければならない。 

17.7.2 ）40kNの一定の横向き水平荷重が17.2.1）のサバイバルセルの側方試験

で使用されたものと同じパッドを使用し、リアホイール軸から後方400mmの点

で衝撃吸収構造体の片側に加えることとする。 

    パッド部分の中央は、当該部分の衝撃吸収構造体の高さの中心を通らなけ

ればならない。 
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16.9）側部衝撃吸収構造体プッシュオフ試験 

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art18.9) 側部衝撃吸収構造体プ

ッシュオフ試験 18.9.1)～18.9.2) 規則に準拠する。 

16.10）側部衝撃吸収構造体圧潰試験

FORMULA ONE Technical Regulations 2017 Art18.10) 側部衝撃吸収構造体

圧潰試験 規則に準拠する。 

    水平荷重を30秒加えた後、衝撃吸収構造体とギアボックスの取り付け部に

一切の構造的欠陥が生じてはならない。 

17.8 ）側部衝撃吸収構造体プッシュオフ試験 

17.8.1 ）スーパーフォーミュラ（SF）車両製造者は、構造体（含む複数）が以下

に耐え得ることを明確に示す計算詳細を提供しなければならない。 

   －ボールジョイント・パッドにより前方および後方方向へ別々に負荷される

20KNの水平荷重。 

     この場合のパッドは、構造体の形状に沿ったものとすることができ、高

さ550mm×幅100mmで、中心が車両中心線から600mm、基準面上方300mmのと

ころに位置する。 

   － ボールジョイント・パッドにより上方および下方方向へ別々に負荷され

る10KNの荷重。 

     この場合のパッドは、構造体の形状に沿ったものとすることができ、長

さ400mm×幅100mmで、中心が車両中心線から600mm、コックピット入り口型

板の後端の500mm前方に位置する。 

     いかなる場合にも、計算によって、部品に構造的損傷がないことが示さ

れること。 

     また、ボールジョイント・パッドが使用され、ジョイント部がパッド領

域の中心にあると想定されること。 

     複合衝撃構造体が、車両に装着されている場合は、パッドに接触してい

る部分のみが構造体に負荷される荷重を受ける必要がある。 

17.8.2 ）プッシュオフ試験の間、サバイバルセルは平坦な板の上に置かれ、それ

にしっかりと固定されていなければならないが、試験を受ける取り付け部の

強度を増すような固定方法を用いてはならない。 

    その後20kNの一定の後ろ向き水平荷重が、高さ550mm×幅100mmで、衝撃吸

収構造体の形状に沿ったものとすることができるボールジョイント・パッド

を使用し、構造体の車両中心線から600mmの地点に加えられる。 

    パッド領域の中心は、基準面の300mm上方に位置し、構造体とサバイバルセ

ルとの間の一切の構造と取り付け部に全く損傷を生じてはならない。 

    複合衝撃構造体が車両に装着されている場合は、パッドに接触している部

分のみが試験を受ける。 
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第 17 条 燃 料

 17.1）燃 料

    一般市販燃料に限定され、 供給された燃料には何も加えてはならない。  

 17.2）空 気

    燃料に混入することができる酸化剤は空気に限る。 

第 18 条 車載テレビカメラ

18.1）車載テレビカメラシステム搭載の有無にかかわらず、最低重量(3.1）参

照）を満たさなければならない。 

18.2）車載テレビカメラシステムを搭載しない車両は、その重量に相当するダミ

ーウェイトを搭載しなければならない。 

18.3 ）車載テレビカメラシステムは、車体寸法規定の対象とはならない。 

18.4 ）車両（主要ロール構造体を含む）への取り付けは、指定された場所、治

具、方法、寸度に限定される。 

第 13 章  リブレ(その他の車両)(NE)  （略） 
以上

第 18 条 燃 料 

  18.1 ）燃 料 

    一般市販燃料に限定され、供給された燃料には何も加えてはならない。 

 18.2 ）空 気 

    燃料に混入することができる酸化剤は空気に限る。 

第 19 条 車載テレビカメラ 

19.1 ）車載テレビカメラシステム搭載の有無にかかわらず、最低重量（3.1）参

照）を満たさなければならない。 

19.2 ）車載テレビカメラシステムを搭載しない車両は、その重量に相当するダ

ミーウェイトを搭載しなければならない。 

19.3 ）車載テレビカメラシステムは、車体寸法規定の対象とはならない。 

19.4 ）車両（主要ロール構造体を含む）への取り付けは、指定された場所、治

具、方法、寸度に限定される。 

第 13 章  リブレ(その他の車両)(NE)  （略） 

以上


